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Ⅰ 計画の概要 
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１．計画の⽬的 

佐呂間町（以下「本町」）では平成 25（2013）年 2 月に「佐呂間町公営住宅等長寿命化計画」を

策定、それ以降計画的に公営住宅等の建替、改善、修繕などの事業を推進しています。 

 

国の住宅政策では、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に向け、2006（平成 18）年度に

「住生活基本法」を制定、平成 21（2009）年度から「公営住宅ストック総合改善事業等の拡充」

を図るとともに「公営住宅等長寿命化計画」の策定を位置づけ、改善費用が助成対象として拡充

されています。   

また策定指針は 2016（平成 28）年 8 月に改定され、定期点検や日常点検の徹底、及び点検結果

を踏まえたデータベースの蓄積の強化、「中長期（概ね 30 年間）の管理の見通し」の基に長寿命

化計画を作成すること等が付加されています。 

 

佐呂間町公営住宅等長寿命化計画（以下「本計画」）は、従前の長寿命化計画策定から 9 年が経

過し社会情勢の変化・新たな課題に対応した目標設定が必要になったこと、町民のニーズや公営

住宅需要への的確な対応、長寿命化計画策定指針の改定を含めた更新が必要となっていること等

を背景に、世帯数減少や少子高齢化等の課題に対応した目標や、必要な事業等を見直しすること

を目的とします。 

 

 

２．計画の位置づけ 

本計画は町の総合計画（第５期佐呂間町総合計画）及び第２期佐呂間町地域創生総合戦略（令和

２年度策定）を上位計画とし、策定にあたっては他の関連計画との整合を図るとともに、北海道

や国の住生活基本計画と連動した計画として位置付けることとします。 

 

■計画の位置づけ 

  

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 

住生活基本計画 

（令和 3～12 年度） 

新たな住生活 

基本計画 

（全国計画） 

(令和 3～12 年

度） 

関連計画 
 

・佐呂間町公共施設等 

総合管理計画 

・佐呂間町過疎地域持続 

的発展市町村計画 

・佐呂間町強靱化計画 

・第８期佐呂間町高齢者

保健福祉計画         

など  

佐呂間町 
公営住宅等 

⻑寿命化計画 
（令和 5〜14 年度） 

上位計画 

・第５期佐呂間町総合計画 

・第２期佐呂間町地域創生総合戦略 

〈佐呂間町人口ビジョン・佐呂間町総合戦略〉 
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３．計画期間 

計画期間は今後 30 年の長期的な管理の見通しを立てた上で、そのうち最初の 10 年間である、

令和 5（2023）年度から 14（2032）年度までとします。また社会情勢の変化、事業の進捗状況等

に応じて、5年程度ごとに見直しを行うこととします。  

 
■計画期間：10 年間    令和 5年度から令和 14 年度まで 

2023 年度～2032 年度 
 

４．計画対象 

計画対象は町が建設管理している公営住宅 245 戸と特定公共賃貸住宅（以下「特公賃」）4 戸、

併せて 249 戸を対象とします。 

 
■計画対象：  249 戸（2022（令和 4）年度末時点） 

○公営住宅       ：10 団地  245 戸 

○特定公共賃貸住宅 ： 1 団地     4 戸 

 

５．計画の構成 

 本計画は、本章を含む４章構成とします。 

 
    ■計画の構成 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ⅱ 公営住宅等ストックの状況と課題 

  １．公営住宅等をとりまく状況 

  ２. 公営住宅等の状況 

  ３．入居者アンケート調査 

４．公営住宅等に関わる課題と今後の方向性 

Ⅲ 長寿命化計画の方針と目標  

   １．公営住宅等の整備方針と目標 

   ２．長寿命化に関する基本方針 

   ３．公営住宅等の事業手法の選定と団地別住棟別活用計画 

Ⅰ 計画の概要  

Ⅳ 長寿命化に関する実施方針 

   １．点検の実施方針  

   ２．計画修繕の実施方針 

   ３．改善廃止事業の実施方針 

４．建替・用途廃止事業の実施方針 

   ５．その他推進方策 

     ６．ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 
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Ⅱ 公営住宅等ストックの 

状況と課題 
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１．公営住宅等をとりまく状況 

（１）まちの状況 

① 立地・気候 

本町は道東、オホーツク管内の中央に位置し、

東南は北見市に、西は遠軽町・湧別町に、北は北

海道で も大きな湖｢サロマ湖」に面しています｡ 

気候は、オホーツク海沿岸部やサロマ湖畔では

夏と冬の温度差は比較的少ないものの、内陸は年

間の気温差が大きく、夏は猛暑になることも珍し

くありません。   

降水量は8月〜9月に多くありますが、年平均降

水量は829.9mmと道内他市町村と比較して、少な

い地方です。 

垂直積雪量は100㎝、凍結深度は120cmの地域と

なっています。 

 

② 地勢・自然資源 

本町は天北山系の山々に囲まれ、東西に細い丘

陵地帯にあります。町の中央を流れる佐呂間別川

はサロマ湖へと注いでいます。 

サロマ湖は北海道で も大きく、日本で3番目

に大きい湖で、総面積は404.99k㎡です。 

土地利用では約6割は山林、原野、湖で占めら

れています。畑や牧野の割合は宅地よりも多く、

自然豊かな地域です。  

 

③ 産業・観光 

基幹産業はサロマ湖とオホーツク海「ふたつの

海」で営む「漁業」、町面積の6割を占める広大な 

森林資源を利用した「林業」、そして気候に恵まれ 

た大地で営まれる「酪農」や「農業」など、第１ 

次産業が主体となっています。 

漁業はホタテやカキ、北海シマエビ、ウニなど 

養殖中心の栽培漁業により、高い品質とコンスタン

トな生産量を誇ります。 

日照時間が長く、昼夜の気温差が激しい気候は 

農業にも適しており、カボチャ、ビート、ジャガ 

イモ、豆類など農産物はバラエティ豊かです。 

また乳牛が主流の酪農にも取組んでおり、人よ

りも牛が多い町のひとつとして知られています。 

0

100
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300

400
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-15

-10

-5

0

5

10

15

20
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30

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月

（mm)（℃）

■月別気温・降水量（2021（R3）年データ）

佐呂間町降水量 札幌降水量
佐呂間町気温 札幌気温

畑, 

6,877 , 

17.0%

宅地, 

487 ,

1.2%

山林, 22,823 , 

56.4%

池沼, 

8 , 0.0%

牧野, 

1,590 , 

3.9%

原野, 368 , 

0.9%

雑種地, 524 , 

1.3%
その他, 

7,819 , 

19.3%

■土地利用（2016（H28）年データ）

1,831 

1,463 1,244 
1,097 

957 
836 

812 
952 1,025 

917 
884 

713 

649 623 

1,488 

1,585 
1,490 

1,429 
1,316 

1,252 1,154 

0
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H7
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H12
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H27
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R2
(2020)

（人）

■産業別就業人口の推移

第1次産業

第2次産業

第3次産業

■位置 

単位（ha） 
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（２）人口・世帯数 

① 人口・世帯数 

令和 4 年 5月末日現在の人口は 4,842 人、世帯数は 2,417 世帯です（住民基本台帳）。 

国勢調査で見る人口推移は、昭和 50（1975）年以降一貫して減少が続いています。 

同調査による世帯数は平成 17 年頃までは横這いで推移していましたが、平成 22（2010）年以降

減少に転じています。 

町の第２期地域創生総合戦略における将来人口推計においても減少傾向が続くことが想定され

ているほか、第 5 期佐呂間町総合計画における令和 12（2030）年の目標人口は 3,900 人とされて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,598 2,589 2,599 2,524 2,504 2,480 2,564 2,415 

2,311 2,265 

9,307 
8,666 

8,389 
7,801 

7,252 
6,666 

6,393 
5,892 

5,362 
4,879 

4,375 
3,900 3,450 

3,007 
2,600 

2,252 

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
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4,000

4,500

5,000
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1,000

2,000

3,000
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5,000
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(1985)
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(1990)
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(1995)
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(2000)

H17

(2005)

H22

(2010)

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)
R27

（2045）

R32

（2050）

世帯人

■人口・世帯の推移 （国勢調査＋町地域創生総合戦略）

世帯数

人口

第２期地域創生総合戦略推計人口

（R2年までは国勢調査・R7年以降は第２期地域創生総合戦略・第５期佐呂間町総合計画より）

2,461 2,448 2,462 2,453 2,481 2,488 2,482 2,496 2,485 2,508 2,493 2,484 2,486 2,469 2,564 2,553 2,549 2,524 2,475 2,462 2,480 2,499 2,426 2,417 

6,958 
6,833 6,784 

6,673 6,595 
6,523 6,392 6,316 

6,214 6,172 
6,040 5,973 5,876

5,774
5,802 5,744 5,644

5,497
5,346 5,243 5,212 5,111 

4,955 4,842 
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(2018)
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【参考：住民基本台帳にみる人口・世帯数の推移】

世帯数

人口

第５期総合計画における 

目標人口 
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② 人口構成 

令和 2（2020）年国勢調査による年齢別人口構成は、年少人口(0〜14 歳)492 人・1 割、生産年

齢人口（15〜64 歳）2,458 人・5 割、高齢者人口(65 歳以上)1,924 人・4 割となっています。 

少子高齢化の進展は本町も例外ではなく、年少人口、生産年齢人口の減少が進んでおり、平成

2 年から令和 2 年までの 30 年間で生産年齢人口は約半数に減少、年少人口は 1/3 に減少してい

ます。 

65 歳以上の高齢者人口は平成 27(2015)年まで増加していましたが、令和 2(2020)年に減少へ

と転じています。高齢者人口比率は管内平均及び、全道平均より高い状況のまま増加を続け、令

和 2(2020)年には 38.6％と 4 割近くになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 世帯特性 

③ 世帯状況 

世帯状況では、1 世帯あたり人員が減少する「世帯の小規模化」が進行、令和 2(2020)年には

北海道や管内平均を僅かに上回り 2.09 人/世帯となっています（北海道 2.04 人/世帯、オホーツ

ク管内 2.05 人/世帯）。 

世帯人員別世帯数では 1 人世帯数が増加を続け、令和 2(2020)年に 2 人世帯数と逆転、この 30

年間で約 2倍に増加しています。一方で 4 人以上の大規模家族は減少を続け、この 30 年間で

1/3 となっています。 
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高齢者人口（65歳以上）

（国勢調査）
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④ 高齢者世帯※状況 

65 歳以上高齢者のいる高齢者世帯数は平成 2（1990）年以降増加していましたが平成 27（2015）

年をピークに減少に転じています。高齢者世帯の割合は平成 27 年以降 5 割を超え、世帯の半数以

上に 65 歳以上の高齢者がいる状況となっています。また同比率は北海道平均より高い割合で推移

しています。 

平成 2 年には も多かった 4 人以上世帯が令和 2（2020）年には も少なくなる一方で、1 人、

2 人世帯が増加する状況は町全体の傾向と同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 子育て世帯の状況（18 歳未満の子どものいる世帯・６歳未満の子どものいる世帯） 

18 歳未満の子どものいる世帯は、実数、割合ともに減少を続け、平成 2（1990)年には 914 世帯・

4 割弱でしたが、令和 2(2020)年にはその 3 分の 1 以下となり、全体の約１割となっています。   

６歳未満の子どものいる世帯についても同様で、平成 2(1990)年以降減少を続けています。 
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■高齢者世帯の世帯人員推移
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（国勢調査）
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1,230 

1,157 36.0%

41.2%

47.1% 46.9%
49.4%

53.4%
51.2%

23.3%
26.6%

30.5%

33.5%
36.6%

41.0%

42.7%

20.0%

25.0%

30.0%
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50.0%
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60.0%
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■高齢者世帯数の推移

一般世帯数

高齢者世帯数

高齢者世帯割合

（国勢調査）
（世帯）

※：ここでいう高齢者世帯とは「65 歳以上の高齢者のいる世帯」を指し、厚生労働省の「65 歳 

以上の高齢者のみで構成、若しくはこれに 18 歳未満の者が加わった世帯」とは異なります。

2,517 2,471 2,445 2,518 2,407 
2,304 2,260 

914
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30.1%

23.4%
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■18歳未満の子どものいる世帯の推移

一般世帯数

18歳未満のいる世帯数

18歳未満のいる世帯割合

（国勢調査）（世帯）
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■6歳未満の子どものいる世帯の推移

一般世帯数
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6歳未満のいる世帯割合

（国勢調査）（世帯）
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■所有関係別世帯数の推移

持ち家 公営借家
民営借家 給与住宅

（単位：世帯） （国勢調査）

75.1%
68.6%

57.3%

10.2%
12.6%

6.2%

6.8% 11.6%

33.0%

8.0% 7.2% 3.4%
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佐呂間町 オホーツク管内 北海道

■住宅所有関係別世帯比率

持ち家 公営借家

民営借家 給与住宅
（R２年国勢調査）

（町・管内・全道との比較）

（３）住宅状況 

① 主世帯 

住宅に住む一般世帯数は「主世帯」と言い

「持ち家・公営借家・民営借家・給与住宅」

に分けられます。 

本町主世帯数は全世帯数の変動とほぼ同様

に推移、平成 2 年以降横ばい傾向が続いてい

ましたが、令和 2 年には 2,000 世帯とやや多

い減少を示しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 所有関係別世帯数 

も多い「持ち家」世帯数は全体主世帯数同

様の推移を示し、平成 2(1990)年以降、横ばい

傾向が続いていたものの、令和 2(2020)年に減

少に転じています。比率は横ばいを維持してお

り、令和 2(2020)年には 7.5 割です。 

次に多い公営借家世帯数も、横ばいから微減

となっており、比率は 1 割程度を維持、大きな

変化はありません。 

管内・全道との比較では、持ち家率が高く、

民営借家率が低い特徴があります。  
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■所有関係別世帯の構成（主世帯） 
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③ 高齢者世帯の住宅事情 

高齢者世帯の所有関係別世帯数についてみ

ると、主世帯数は町全体世帯数の傾向と同様、

平成27（2015）年までは増加していましたが、

令和 2（2020）年に減少に転じ、平成 12（2000）

年時点の世帯数程度まで減少しています。 

持ち家世帯は主世帯の 9 割近くを占め、高

齢者世帯の住まいの中心となっています。 

持ち家世帯の次に多い公営借家世帯は、こ

の30年間微増を続け、令和2年には96世帯、

8.4％となっています。 
  
北海道全体及びオホーツク管内平均との比

較では、全町傾向と同様、持ち家率が高く、

民営借家率が少ない特徴があります。 
 
持ち家を所有する高齢者世帯がこれからも

安心して暮らすことが出来るよう、身体状況

の変化や自宅維持が不可能となった場合の対

応策、住み替えが必要となった場合の受け皿

等について検討する必要があります。   
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（令和2年・国勢調査）
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（４）地区別状況 

① 地区 

町内で公営住宅等が立地している地区 

は、役場や生活利便施設のある「佐呂間 

市街地区」と、サロマ湖に面して主に漁 

業従事者の多い「浜佐呂間地区」「若里 

地区」、内陸で酪農や農業等の従事者が 

多い「若佐地区」「栄地区」の５つの地 

区があります。 

 

② 地区別人口・世帯数動向 

上記５地区及び５地区以外の「その他 

地区」における、ここ 5 年間の人口・世 

帯数動向は以下のとおりです。 

 人口・世帯数共に佐呂間市街地区が  

も多く、全体の 5 割を占めています。 

次に若佐地区・浜佐呂間地区がほぼ同 

規模で続き、その次に若里地区・栄地区 

もほぼ同規模で推移しています。 

５地区における人口はやや減少、世帯 

数はほぼ横ばいで推移し、どの地区も極 

端な増加、減少はありません。 

しかし５地区以外の「その他地区」に 

おいて、人口・世帯数ともに減少傾向が 

見られます。 
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２．公営住宅等の状況    

（１）管理現況 

 令和 4 年度末時点、本町で管理している公営住宅は 245 戸、特公賃住宅は 4 戸、合計で 249 戸

です。入居世帯数は令和 4 年 5 月末時点で公営住宅 199 世帯、特公賃住宅 4 世帯、合計で 203 世

帯となっています。  

① 全体管理概要 

団地別の管理概要は以下のとおりです。公営住宅の入居率は 88％、特公賃住宅の入居率は 100％

です。 

 

■公営住宅等の概要      

（建物情報は令和 5年 3月末時点・入居世帯情報は令和 4年 5月末時点の整理） 

 
団地名 

管理 

戸数 

建設 

年度 
構造 

空家 

 戸数※1 

入居 

世帯数 

入居率 

(％)※2 
地区 

公

営

住

宅 

１ 西富団地  92 S59～H7 
簡２
準２  4  88 95.6 

佐呂間 

市街地区 
２ 宮前団地  48 H9～H16 耐２  4  44 91.7 

３ 緑園団地  45 S47～S54 簡平 
 22 

（16） 
 23 79.3 

４ 若佐第１団地  16 S54～H23 
簡平 
耐２   2  14 87.5 

若佐地区 
５ 若佐第２団地   8 S58 簡２   3   5 62.5 

６ 栄団地   4 S60 簡２   2   2 50.0 栄地区 

７ 若里団地   8 S53 簡平   1   7 87.5 若里地区 

８ 浜佐呂間第１団地   4 S53 簡平 
 2   

（2） 
  2 100.0 

浜佐呂間

地区 ９ 浜佐呂間第２団地  12 S50・S51 簡平   5   7 58.3 

10 浜佐呂間第３団地   8 S60・H3 簡２   1   7 87.5 

小 計 245 
 

 
 46 

 (18) 
 199  87.7  

特
公
賃 

① 宮前団地 4 
 

耐２   0   4 100.0 
佐呂間 
市街地区 

合 計 249 
 

 
 46 

（18） 
203  87.9  

※1：空き家戸数は政策空き家を含んでおり、（ ）内は政策空き家戸数 

※2：入居率は政策空き家を除く入居率としています 

  

 

 

 

 

 

 

・簡  平：簡易耐火平家建 

・簡  ２：簡易耐火２階建 

・耐  ２：耐火２階建 

・中耐３：中層耐火３階建 
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② 地区別管理概要 

本町公営住宅は町内５地区に整備されています。地区別の公営住宅は以下のとおりです。 
 

■公営住宅の地区別管理状況               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

（２）建物概況 

① 建設年度と構造 

［公営住宅］ 

建設年度は昭和 56 年以前に建設された住戸が も多く 93 戸・4 割を占め、次に昭和 57 年～平

成 3 年までに建設された住戸が多く 80 戸・3 割となっています。前回計画時より、昭和 56 年以

前に建設された住戸が 34 戸減少しています。 

住棟構造は簡易耐火２階建て(簡２）が も多く、準耐火構造２階建て(準２）と併せて※112 戸・

4 割強、次に簡易耐火構造平屋建て（簡平）77 戸・3 割となっており、前回計画時より簡平住棟戸

数が減少しています。 

住棟構造と建設年代の関係を見ると、昭和 40 年代～昭和 54 年までは簡平住棟、昭和 56 年～平

成 7 年までは簡２(平成 6 年以降建設は｢準２｣)、平成 9 年以降は耐火住棟となっています。 

［特公賃住宅］ 

特公賃住宅は平成 14 年に建設されており、耐火構造２階建て（耐２）の住棟です。 

                   

[公営住宅の整備状況：前回計画時（右側グラフ）との比較] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：「簡易耐火構造」は平成 5年に改廃しそれ以降は「準耐火構造」と分類される  

簡平, 77戸, 

31.4%

簡２,

104戸, 

42.4%

準２, 

8戸, 3.3%

耐２, 

56戸,

22.9%

■構造別戸数

対象戸数：245戸

～S56年, 

93戸, 38.0%

S57年～, 

80戸, 32.7%

H4年～,

56戸, 22.9%

H14年～, 

16戸, 6.5%

■建設年度別戸数

対象住戸：245戸

～S56年, 

127戸, 

45.5%

S57年～, 

80戸, 28.7%

H4年～, 

56戸, 20.1%

H14年～, 

16戸, 5.7%

□平成24年・建設年度別戸数

対象住戸：279戸

簡平, 111戸, 

39.8%

簡２,

104戸, 

37.3%

準２, 

8戸, 2.9%

耐２, 56戸, 

20.1%

□平成24年・構造別戸数

対象戸数：279戸

〈今回状況〉                          〈前回計画時状況〉 
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耐用年限を

経過, 

111戸,39.8%

耐用年限の

1/2経過, 

84戸, 30.1%

耐用年限を

経過していない, 

84戸, 30.1%

□平成24年・耐用年限の経過状況

対象住戸：279戸

■公営住宅の建設時期と構造  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

② 耐用年限の経過状況 

公営住宅の耐用年限は住棟構造によって各々決められています。 

［公営住宅］ 

本町公営住宅では耐用年限の 1/2 を経過してる住戸が 112 戸・4 割強と も多い割合を占めて

いますが、これら住棟のほとんどが長寿命化等の改善を実施しています。一方で耐用年限を経過

している住戸は 77 戸あり、その中には昭和 40 年代に建設された住戸や旧耐震基準で建設された

住戸も含まれています。 

また、建設以降全体的な改善事業を実施しないまま、計画期間内に新たに耐用年限を迎える住

戸が 16 戸（若佐第２団地、栄団地、浜佐呂間第２団地）あることから、それら住棟の更新や改善

計画等について検討が必要となります。 

［特公賃住宅］ 

特公賃住宅は耐火住棟で整備されており、建設から 20 年を経過していますが計画期間を終了

した時点においても耐用年限の 1/2 を経過していません。 

                   

[公営住宅の整備状況：前回計画時との比較] 
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■耐用年限の経過状況

対象住戸：245戸
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〈今回状況〉                          〈前回計画時状況〉 
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■団地別耐用年限経過状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・簡 平：簡易耐火平家建 

・簡 ２：簡易耐火２階建 

・耐 ２：耐火２階建 

・中耐３：中層耐火３階建 

現在 ⽬標年 

[法定耐用年限] 

〇簡  平：30 年 

〇簡  ２：45 年 

〇準耐火：45 年 

〇耐  火：70 年 

凡例：　■：建設 ■ ：耐用年限の1/2経過　　■：耐用年限経過
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〇住宅団地別現況  

〈佐呂間市街地区〉 

西富団地：17 棟 92 戸 建設年：S56～H7 年 簡２・準２（H5 までは簡易耐火・H6～準耐火） 

佐呂間市街地区の中心部に位置する町内で も大規模な団地。全て２階建て住棟（階段室型）で構

成されている。平成 26 年から長寿命化改善事業を順次実施中。周辺は住宅地が広がり環境は良好。 

 

 

 

 

 

 

   

 

緑園団地：12 棟 45 戸 建設年：S47～54 年 簡平 

佐呂間市街地区の南端に位置する団地。管理する中で も古い昭和 47 年建設の住棟もある。前回

計画では一部住棟を残し用途廃止と位置付けられており、現在までに 4 戸用途廃止されている。 

 

 

 

 

 

 

宮前団地：7棟 48 戸＋〈特公賃〉1棟 4 戸 建設年：H9～16 年 耐２ 

平成 9 年から建設された全て耐火住棟の団地。建設後 20 年経過を目処に順次屋根の再塗装を実施

している。今後は外壁の長寿命化や設備機器の更新などが課題となる。団地内には特公賃住宅 1 棟

4 戸もある他、児童遊園、集会施設も整備されており、住環境は良好。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 特公賃住宅 〉 
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〈若佐地区〉 

 

若佐第２団地：1棟 8 戸 建設年：S58 年 簡２ 

簡２住棟 1 棟 8 戸の団地。平成 23 年に給水・給湯管を改善実施済み。計画期間内に耐用年限を迎

えることから、今後の更新手法等について検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈栄地区〉 

栄団地：1棟 4 戸 建設年：S60 年 簡２ 

栄地区に 1 カ所ある 1棟 4戸の団地。建設後修繕・改善は未実施。前回計画では令和 4 年に長寿命

化改善を実施予定。計画期間内に耐用年限を迎えることから更新について検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

〈若里地区〉 

若里団地：2棟 8 戸 建設年：S53 年 簡平 

若里地区に 1カ所ある団地。前回計画では長寿命化改善の予定。耐用年限を経過していることから

今後の活用について、検討する必要がある。 

 

若佐第 1団地：3棟 16 戸 建設年：S54～H23 年 簡平・耐２ 

平成 23 年に一部建替を実施しており、耐火住棟 1 棟と簡平住棟 2 棟が離れて立地している。今後

の需要を見極めながら、建替、用途廃止について検討する必要がある。 
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〈浜佐呂間地区〉 

 

浜佐呂間第２団地：3棟 12 戸 建設年：S50～51 年 簡平 

浜佐呂間地区で も戸数の多い団地。前回計画では建替と位置付けている。需要を見ながら今後の

活用について検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜佐呂間第 3団地：2棟 8戸 建設年：S60・H3 年 簡２ 

浜佐呂間地区で も新しい団地。前回計画に則り、令和 2、3 年に長寿命化型改善事業を実施して

おり、住棟の状態は良好。今後も適正に維持管理する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜佐呂間第 1団地：1棟 4戸 建設年：S53 年 簡平 

浜佐呂間地区に立地する 1 棟 4 戸の小規模団地。平成 21 年に屋根再塗装を実施。前回計画では用

途廃止と位置付けられており、現在 2 戸を政策空き家としている。 
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（３）公営住宅の整備状況 

① 型別・面積概要 

[公営住宅] 

住戸型別は 3LDK 住戸が も多く 104 戸・4 割、次に 3DK が多く 66 戸・3割弱、前回計画時に比

べ 2DK・3DK 住戸が減少しています。 

住戸規模別にみると 60 ㎡～70 ㎡の住戸が 120 戸・5 割と も多く、次に 50 ㎡～60 ㎡の住戸

が多く 63 戸・2 割強となっています。前回計画以降、冨武士共和団地が用途廃止となったこと

で、40～50 ㎡の住戸が 14 戸減少、40 ㎡未満及び 50～60 ㎡の住戸が各々9 戸減少しています。 

[特公賃住宅] 

 特公賃住宅は 2LDK 型（68.11 ㎡）が 2 戸と、3LDK 型（79.88 ㎡）が 2 戸となっています。 

 

[公営住宅の整備状況：前回計画時との比較] 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2DK, 19戸, 

7.8%

3DK,

66戸, 

26.9%

2LDK, 56戸, 

22.9%

3LDK,

104戸, 

42.4%

■住戸型別戸数

対象戸数：245戸

～40㎡, 7戸, 

2.9%
40～50㎡, 

19戸, 7.8%

50～60㎡, 

63戸, 

25.7%60～70㎡, 

120戸, 

49.0%

70㎡～,

36戸, 

14.7%

■住戸規模別戸数

対象戸数：245戸

2DK,

37戸,

13.3%

3DK,

82戸, 

29.4%

2LDK, 56戸, 

20.1%

3LDK,

104戸, 

37.3%

□平成24年・住戸型別戸数

対象戸数：279戸

～40㎡, 16戸, 

5.7%
40～50㎡, 

33戸, 

11.8%

50～60㎡, 

74戸,

26.5%

60～70㎡, 

120戸,

43.0%

70㎡～,

36戸, 

12.9%

□平成23年・住戸規模別戸数

対象戸数：279戸
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② 設備等の整備状況 

［公営住宅］ 

浴室は全ての住戸で整備されており、ユニットバス整備済み住戸は、前回計画時と今回調査時

で変化はなく 168 戸ですが、前回調査時より置き型住戸の戸数が 34 戸減少し、77 戸となってい

ます。しかし建設年代によっては、UB 化されていても手摺りが整備されていない、シングルレバ

ー化されていない、浴槽エプロンが高いなど、ユニバーサルデザイン化されていない住戸も見受

けられます。 

３箇所給湯整備済住戸は 168 戸で前回と変化はありませんが、未整備住戸が 34 戸減少、24 時

間換気が整備済の住戸は 156 戸・5割弱で、前回計画時より 92 戸と大幅に増加、改善が進んでい

ます。 

高齢化対応仕様の整備については、住戸内段差解消・手摺り設置ともに 64 戸・3 割弱となって

います。 
 

［特公賃住宅］ 

 特公賃住宅 4 戸については、ユニットバス化、３箇所給湯、24 時間換気、住戸内ユニバーサル

デザイン等、全て整備済となっています。 

 
[公営住宅の設備等の整備状況：前回計画時との比較] 

 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備済み, 

156戸, 

47.4%

未整備, 

173戸, 52.6%

■24時間換気整備状況

対象住戸：245戸

ユニットバス, 

168戸, 68.6%

置型浴槽,

77戸, 

31.4%

■浴室整備状況

対象住戸：245戸

ユニットバス,

168戸, 60.2%

置型浴槽, 

111戸, 39.8%

□平成24年・浴室整備状況

対象住戸：279戸

整備済み, 

168戸,

68.6%

未整備, 

77戸, 31.4%

■３箇所給湯整備状況

対象住戸：245戸

〈今回状況〉                          〈前回計画時状況〉 

整備済み,

168戸, 60.2%

未整備, 

111戸, 39.8%

□平成24年・３箇所給湯整備状況

対象住戸：279戸

整備済み,

64戸, 22.9%

未整備, 

215戸, 77.1%

□平成24年・24時間換気整備状況

対象住戸：279戸
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［公営住宅の高齢化対応仕様の整備状況：前回計画時との比較] 

   

  

  

   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公営住宅・特公賃住宅団地別住棟・住戸概要           （令和 5年 3 月末時点） 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備済み, 

64戸, 

26.1%

未整備, 181戸, 

73.9%

■住戸内段差解消整備状況

対象住戸：245戸

整備済み, 

64戸, 

22.9%

未整備, 215戸, 

77.1%

□平成24年・段差解消整備状況

対象住戸：279戸

整備済み,

64戸, 

22.9%

未整備, 215戸, 

77.1%

□平成24年・住戸内手摺り整備状況

対象住戸：279戸

整備済み, 

64戸, 

26.1%

未整備, 181戸, 

73.9%

■住戸内手摺り整備状況

対象住戸：245戸

24

時
間
換
気
の
整
備

1 西富団地 92 S56～H7 84 8 24 68 92 0 92 92 92 92 92 84 8 8

2 宮前団地 48 H9～H16 48 24 24 0 0 48 48 48 48 48 0 48 48

3 緑園団地 45 S47～S54 45 18 27 0 45 45 0 0 0 0 45 0 0

4 若佐第１団地 16 S54～H23 8 8 8 8 0 8 16 8 8 8 8 8 8 8

5 若佐第２団地 8 S58 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 0 0

6 栄団地 4 S60 4 4 4 0 4 4 4 0 0 4 0 0

7 若里団地 8 S53 8 8 0 8 8 0 0 0 8 8 0 0

8 浜佐呂間第１団地 4 S53 4 4 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0

9 浜佐呂間第２団地 12 S50～51 12 1 11 0 12 12 0 0 0 0 12 0 0

10 浜佐呂間第３団地 8 S60・H3 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 0 0

245 77 104 8 56 19 66 0 56 104 112 77 245 168 168 156 172 181 64 64

① 宮前団地 4 H14 4 2 2 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4

4 4 0 0 0 2 2 0 0 4 4 4 4 4 0 4 4

77 104 8 60 19 66 0 58 106 112 77 249 172 172 160 176 181 68 68

公
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住
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限
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未
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２
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２
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２
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室
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整
備
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Ｋ
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Ｄ
Ｋ
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整
備
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管
理
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数

建
設
年
度

構造

２
Ｄ
Ｋ
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Ｄ
Ｋ

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

高齢化対応仕様整備状況型別 老 朽 度 設備状況

〈今回状況〉                          〈前回計画時状況〉 
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［参考：関連法の施行］ 
 
住宅整備に関連する建築基準法や消防法、省エネ法など、関係法令の変化に合わせて、住宅

に求められる性能も変化しています。 

建設の時期によって、法に則っていない場合もあることから、今後も活用する住棟につい

ては、状況を見極め、必要に応じて改善を行うこととします。 
 
○24 時間換気 

平成 15（2003）年 7 月～ 

建築基準法の改正に伴い、施行開始 
    
○火災報知器の設置 

 消防法及び地方公共団体の定める火災予防条例により義務化 

新築では平成 18（2006）年 6 月～ 

既存住宅では平成 23（2011）年 6 月までに設置 
     
○住宅の省エネ基準の経緯 
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（４）入居世帯状況 

① 入居世帯概要         

令和 4 年 5 月末時点での公営住宅への入居世帯は 199 世帯、特公賃住宅は 4 世帯、全体の入居

者数は 203 世帯です。 

公営住宅には空き家が 46 戸（内政策空き家は 18 戸）、特公賃住宅には空きはなく、入居率は

100％です。 

 

■公営住宅の入居世帯概要 

                                    (令和 4年 5 月末時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特公賃住宅の入居世帯概要 

                                    (令和 4年 5 月末時点) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（戸） （戸） （戸） （世帯）

1 西富団地 92 4 0 88 46 26 10 6 13 39 36 78 10 0 36 27 9 0

2 宮前団地 48 4 0 44 15 18 6 5 8 20 16 41 3 0 16 9 6 1

3 緑園団地 45 6 16 23 16 5 2 0 1 12 10 19 3 1 10 8 2 0

4 若佐第１団地 16 2 0 14 6 6 2 0 2 2 10 13 1 0 10 6 4 0

5 若佐第２団地 8 3 0 5 3 1 0 1 1 2 2 4 1 0 2 1 1 0

栄 6 栄団地 4 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

若
里 7 若里団地 8 1 0 7 6 1 0 0 0 3 4 6 1 0 4 4 0 0

8 浜佐呂間第１団地 4 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0

9 浜佐呂間第２団地 12 5 0 7 5 2 0 0 0 3 4 5 1 1 4 2 2 0

10 浜佐呂間第３団地 8 1 0 7 4 3 0 0 2 3 2 4 2 1 2 1 1 0

245 28 18 199 103 64 20 12 28 86 85 172 24 3 85 58 26 1公営住宅合計

65歳以上
の

  高齢者
のいる
世帯

高
額

収
入
超
過

基
準
内

世帯人員別世帯数入
居
世
帯
数

世帯主の年齢別
世帯数

30歳
未満

30歳
以上

65歳
以上

政
策
空
家

管
理
戸
数

空
家
戸
数

３
人
以
上

世帯人員別世帯数

１
人

２
人

３
人

４
人
以
上

２
人

佐
呂
間
市
街

若
佐

浜
佐
呂
間

地区

１
人

入居基準別世帯数

（戸） （戸） （戸） （世帯）
佐呂間
市街 ① 宮前団地 4 0 0 4 0 1 2 1 0 4 0 0 0 0 0

２
人

３
人
以
上

世帯主の年齢別
世帯数

入居基準別世帯数 世帯人員別世帯数

30歳
未満

30歳
以上

65歳
以上

基
準
内

収
入
超
過

高
額

65歳以上
の

  高齢者
のいる
世帯

１
人

管
理
戸
数

空
家
戸
数

政
策
空
家

入
居
世
帯
数

世帯人員別世帯数

１
人

２
人

３
人

４
人
以
上
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② 世帯特性  ～1 人・2 人世帯が増加、基準内世帯は減少し超過世帯がやや増加 

[公営住宅] 

世帯人員は１人世帯が も多く 103 世帯・5 割、次に２人世帯 64 世帯・3 割と、１人・２人世

帯が全体の 8 割以上を占めています。前回計画時より 3 人、4 人以上世帯の実数、割合が半減し

ています。 

世帯主年齢は 30～65 歳と 65 歳以上が各々4 割を占めていますが、前回計画時より 30 歳未満の

世帯が実数・割合共に増加しています。 

収入基準内世帯は 9 割弱、収入超過世帯が 1 割、前回計画時より収入超過世帯、高額所得世帯

が増加しています。 

[特公賃住宅] 

 世帯人員は 2 人世帯・4 人以上世帯が各々1 世帯、3 人世帯が 2 世帯です。 

世帯主年齢は 4 世帯全て 30 歳以上 65 歳未満です。 

 
[公営住宅の入居世帯状況：前回計画時との比較] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30歳未満, 

28世帯, 

14.1%

30歳～65歳未満, 

86世帯, 43.2%

65歳以上, 

85世帯, 

42.7%

■世帯主年齢別世帯数

対象世帯：199世帯

１人,

103世帯, 

51.8%
２人, 

64世帯, 

32.2%

３人, 20世帯, 

10.1%

4人～, 

12世帯, 6.0%

■世帯人員別世帯数

対象世帯：199世帯

基準内, 172世帯, 

86.4%

収入超過,

24世帯, 12.1%

高額所得, 3世帯, 

1.5%

■収入基準別世帯数

対象世帯：199世帯

１人,

93世帯, 

41.3%

２人, 

58世帯, 

25.8%

３人, 42世帯, 

18.7%

４人～, 

32世帯, 

14.2%

□平成24年・世帯人員別世帯数

対象世帯：225世帯

30歳未満, 

17世帯, 7.6%

30歳～60歳, 

108世帯, 

48.0%

60歳以上, 

100世帯, 

44.4%

□平成24年・世帯主年齢別世帯数

対象世帯：225世帯

基準内, 208世帯, 

92.4%

収入超過, 16世帯, 

7.1%

高額所得, 

1世帯, 0.4%

□平成24年・収入基準別世帯数

対象世帯：225世帯
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③ 高齢者世帯状況 

～高齢者のいる世帯数が増加、高齢者世帯の世帯人員も減少している  

[公営住宅] 

65 歳以上の高齢者のいる高齢者世帯は 85 世帯・4 割で、前回計画時より実数・割合ともに増加

しています。 

高齢者世帯 85 世帯の内、1 人世帯が 58 世帯、２人世帯が 26 世帯となっており、３人以上世帯

は 1 世帯です。前回計画より高齢単身世帯が実数・割合ともに増加しています。 

[特公賃住宅] 

 特公賃住宅の入居世帯には、高齢者世帯はありません。 

 
[公営住宅の高齢者世帯状況：前回計画時との比較] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者がいる,

85世帯,

42.7%
高齢者が

いない,

114世帯, 

57.3%

■65歳以上高齢者のいる世帯

対象世帯：199世帯

１人, 58世帯, 

68.2%

２人,

26世帯, 

30.6%

３人以上, 1世帯, 

1.2%

■高齢者世帯の世帯人員別世帯数

対象世帯：85世帯

高齢者がいる,

80世帯,

35.6%高齢者が

いない,

145世帯, 

64.4%

□平成24年・65歳以上高齢者のいる世帯

対象世帯：225世帯

１人, 40世帯, 

50.0%
２人,

30世帯, 

37.5%

３人以上 , 

10世帯, 

12.5%

□平成24年・高齢者世帯の

世帯人員別世帯数

対象世帯：80世帯
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（５）外部環境整備状況 

① 敷地 

団地敷地は浜佐呂間第３団地以外全て、町有地に立地しています。 

団地敷地が も広い団地は佐呂間市街地の宮前団地（2.39ha）です。その他 1ha を超える団地

は西富団地（1.87ha）、緑園団地（1.75ha）です。 も敷地面積が狭い団地は、浜佐呂間第 1団地

（0.08ha/4 戸）です。 
 

② 基盤整備 

下水道が整備されているのは西富団地、宮前団地、若里団地、浜佐呂間第 3 団地です。若佐地

区の団地は、浄化槽で処理しています。 

団地内通路が全て整備されているのは、宮前団地、若佐第 1 団地、浜佐呂間第 3 団地です。西

富団地の団地内通路は西側住棟では整備されていますが、東側住棟部分では未整備となっており､

改善が必要です。団地内通路は高齢入居者や子育て世帯などの安全確保に向けて必要です。 
 

③ 付帯施設 

 駐車場・駐車スペースはすべての団地で整備されていますが、自転車置き場が整備されている

のは、宮前団地だけです。入居者の安全確保の観点からも、自転車置き場等のスペース確保が必

要です。外部専用物置は、全ての団地で整備されています。 

 専用庭は全ての団地で整備されています。 
 

④ 共同施設 

団地内に児童遊園を整備しているのは佐呂間市街地の団地だけですが、整備されていない団地

でも、必要に応じて近隣にある公園を利用しています。 

また団地専用の集会施設を整備している団地は宮前団地だけで、西富団地の集会施設は自治会

で管理している集会施設と兼用になっています。 
 
 
■外部環境の整備状況     〇：整備済、×：未整備、△：団地の一部で整備（下水道に関しては浄化槽による処理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基盤整備

敷
地
面
積

（戸） （㎡） (戸/hａ)

1 西富団地 92 18,717 町有地 49.2 ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○

2 宮前団地 48 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

特公賃 宮前団地 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

3 緑園団地 45 17,504 町有地 25.7 × ○ × ○ ○ × × ○ ×

4 若佐第１団地 16 4,314 町有地 37.1 一部△ ○ × ○ ○ × × × ×

5 若佐第２団地 8 1,335 町有地 59.9 △ ○ × ○ ○ × × × ×

6 栄団地 4 819 町有地 48.8 × ○ × ○ ○ × × × ×

7 若里団地 8 2,740 町有地 29.2 ○ ○ × ○ ○ × × × ×

8 浜佐呂間第１団地 4 776 町有地 51.5 × ○ × ○ ○ × × × ×

9 浜佐呂間第２団地 12 3,175 町有地 37.8 × ○ × ○ ○ × × × ×

10 浜佐呂間第３団地 8 1,031 私有地 77.6 ○ ○ × ○ ○ × × × ×

249 74,340 33.5

児童
遊園
の

有無

住
戸
密
度

付  帯  施  設 共用施設

集会
施設
の

有無

ゴミ
ステーショ

ンの
整備

専用庭

23,929

自転車
置場の
有無

燃料庫
の

整備

外部
物置
の

有無

管
理
戸
数

町有地

下水道
の整備

敷
地
所
有
状
況

敷    地

20.1

駐車場
の有無
（スペー

ス）
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（６）公営住宅に関わる近年の取組み 

本町では、前回計画「佐呂間町公営住宅等長寿命化計画（平成 25 年 2 月策定）」に基づき公営

住宅の建替、改善、修繕事業を実施してきました。近年の公営住宅に関する取組みは以下のとお

りです。 

① 改善事業 

事業年 団地名 構造 戸数 改善内容 
事業費 

戸当たり事業費 

平成 26 年 
西富団地 
（S56） 

簡２ 
3 棟 
12 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

37,130 千円 

3,094 千円/戸 

平成 27 年 
西富団地 

（S56、57） 
簡２ 

3 棟 
12 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

38,880 千円 

3,240 千円/戸 

平成 28 年 
西富団地 

（S57、58） 
簡２ 

3 棟 
12 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

39,960 千円 

3,330 千円/戸 

平成 29 年 
西富団地 

（S58、59） 
簡２ 

3 棟 
16 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

52,920 千円 

3,307 千円/戸 

平成 30 年 
西富団地 

（S60、61） 
簡２ 

2 棟 
16 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

46,500 千円 

2,906 千円/戸 

令和 1 年 
西富団地 
（H2、H4） 

簡２ 
2 棟 
16 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

55,000 千円 

3,437 千円/戸 

令和 2 年 
浜佐呂間第３ 

（S60） 
簡２ 

1 棟 
4 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

16,800 千円 

4,200 千円/戸 

令和 3 年 
浜佐呂間第３ 

（H3） 
簡２ 

1 棟 
4 戸 

外断熱ガルバリウム鋼板張・24 時間
換気設置・内部プラストサッシ化 

15,300 千円 

3,825 千円/戸 
 

② 修繕事業 

事業年度 団地名 構造 戸数 修繕内容 
事業費 

戸当たり事業費 

令和 1 年 西富団地（H7） 準２ 1 棟 8 戸 屋根再塗装 
2,845 千円 

355 千円/戸 

令和 2 年 宮前団地（H11） 耐２ 1 棟 8 戸 屋根再塗装 
5,000 千円 

625 千円/戸 

令和 3 年 宮前団地（H9） 耐２ 1 棟 8 戸 屋根再塗装 
5,300 千円 

662 千円/戸 

令和 4 年 宮前団地（H12） 耐２ 1 棟 8 戸 屋根再塗装 
6,050 千円 

756 千円/戸 
 

③ 用途廃止事業（解体・除却） 

事業年度 団地名 構造 戸数 事業費 戸当たり事業費 

平成 28 年 富武士共和団地 簡平 3 棟 10 戸 8,856 千円 886 千円/戸 

平成 29 年 富武士共和団地 簡平 3 棟 12 戸 9,180 千円 765 千円/戸 

平成 30 年 富武士共和団地 簡平 2 棟 8 戸 6,000 千円 750 千円/戸 

令和 3 年度 緑園団地 簡平 1 棟 4 戸 3,400 千円 850 千円/戸 
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（７）公営住宅の需要の状況 

① 公営住宅の募集と応募の状況 

公営住宅の募集と応募の状況は以下のとおり、募集・応募共に減少傾向にあります。平成 30 年

度からの全体倍率は、1.0 を下回っていますが、令和 2 年度以降、倍率はやや増加しています。 

特公賃住宅は、募集 1件に対し、応募 1 件となっており、倍率は 1倍です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 公営住宅への入居動機 

 公営住宅への主な入居動機は「町内への就職」が も多く、｢結婚・離婚｣など世帯の変化の他、

「家を売却」したり、「火災にあう」など、住む場所に窮して入居を希望する世帯もあります。 

また、就職のため海外から来た外国人の入居希望が令和 2 年以降やや増えています。 
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３.⼊居者アンケート調査  

本計画の策定にあたり、本町の公営住宅入居者の住宅に関する意識や意向などを把握するため、

公営住宅入居者アンケート調査を実施しました。 

調査の概要、調査結果の概要は以下のとおりです。 

（１）アンケート調査概要 

① 調査の目的 

公営住宅入居者アンケート調査は、本計画策定のための基礎調査として、町民の居住意識や意

向などの把握を目的として実施します。 

② 調査内容 

設問項目の設定については、国土交通省が「公営住宅等長寿命化計画（全国計画）」策定する際

にも基礎資料として活用している「住生活総合調査（5 年ごとに実施）」の項目を一部参考として

います。 

■ 設問項目と調査目的 

  １）住環境評価 ― 公営住宅および居住環境についての住民評価の把握 

  ２）住まいの将来計画 ― 入居者の住替え、改善についての計画の把握 

  ３）今後重視すべき点 ― 今後の施策展開等に関連する、住民意見の把握 

  ４）回答者の世帯属性 ― 世帯の属性の把握、18 歳未満の子どものいる世帯、 

65 歳以上の高齢者のいる世帯、車の所有など 

③ 調査対象、方法、期間 

○調査対象：本町公営住宅に入居している全世帯：199 世帯 

〇調査方法：配付方法・郵送による／回収方法・役場建設課への持参及び郵送による回収 

○回収票 ：78 票 

○調査期間：配付：令和 4 年 7 月 21 日／回収：令和 4 年 8月 8 日 

④ 回収票の概要（調査の妥当性） 

アンケート票の回収は、配布数 199 通(全入居世帯)に対し 78 通で、回答率 39.2％となり、入

居世帯の概ねの意見を反映するアンケート調査結果と判断できます。 

特性別の回収特性としては、世帯主年齢について実際の入居世帯より 30 歳未満世帯主割合が低

く、65 歳以上世帯主世帯の比率がやや高いことを前提としますが、全体としては現入居世帯バラ

ンスとの大きな乖離はなく、ほぼ入居世帯の実態を反映していると考えられます。 

 

 

（２）調査結果の概要 

〇住宅の満足度（問１） 

・「住宅の広さ」や「間取り」への満足度が高く、「満足」、「まあ満足」が 8 割程度となってお

り、特に「広さ」については高い満足度が得られている。その他「子育て世帯への配慮につ

いても」約 7 割が「満足」、「まあ満足」とか比較的高い満足度がうかがわれる。 

・一方で「台所、便所、浴室の使いやすさ」などの水回り、「断熱性能」「換気」「遮音性」など、

住宅の性能に対する不満が高くなっている。 
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〇共用部の満足度（問３） 

・「廊下階段の高齢者などへの配慮」「外物置の使いやすさ」への満足度が高い一方で「地震時

の避難の安全性」や「共用部の清掃、維持管理」への不満が高く、「不満、非常に不満」が 5

割程度となっている。 

〇立地環境への満足度（問５） 

 ・「通勤、通学などの利便性」、「緑や水辺等の自然環境」への満足度が高く、8 割程度が「満足、

まあ満足」と回答している。 

 ・一方で「日常の買い物、生活の利便性」「医療・福祉施設等利用の利便性」への不満が高く、 

特に「日常の買い物、生活の利便性」については「非常に不満」の割合が高い。 

・また「近隣の人たちとのつながり」についても不満に感じている人が少くない。 

〇団地環境への満足度（問６） 

・「敷地の広さや空間のゆとり」、「外物置の整備や維持管理」への満足度は高い。 

・「団地内通路や駐車場の除排雪」、「団地内のバリアフリー状況」への不満度が非常に高い。 

・その他「団地内の防犯対策」への不満もやや高い。 

〇団地の管理に対する意見（問７） 

・除雪・草刈り・共用部の清掃については「共益費など費用負担をしても良いので、業者に委 

託したい」という意見が多い。「高齢化」や「決まった人がやって不公平である」などが理由 

として挙げられている。 

〇住み替え計画（問８） 

・今後 10 年程度以内で住み替えを希望・予定している世帯は全体の 4 割弱となっている。 

・住み替え先は町内が 3 割弱、町外が 4 割弱と、定住意識はやや低い傾向にある。 

 ・具体的な住み替え後の住宅は、「持ち家・戸建て住宅」が 3 割、「公営住宅」「民間賃貸住 

宅」が各々1割、「民間賃貸住宅」2 割となっている。 

〇整備改善等における重視点（問９） 

・「高齢者が安心して暮らせる住宅・住環境づくり」が も多く、次に「老朽公営住宅の建替」 

となっている。 

 

 

（３）総括 

■住宅の広さや間取りへの満足度が高い一方で、住宅性能への満足度は低い。 

 

■高齢者が安心して暮らすことのできる住宅・住環境整備が求められている。 

 

■住み替え要望は 4 割弱あり、町内より町外への移転希望世帯がやや多い。住み替え先は持ち 

家、民間賃貸住宅への移転希望が多いが、公共賃貸住宅への移転希望も一定割合ある。 

  

■若い世帯の中には、家賃が少し上がっても所得の制限が緩い公的賃貸住宅を求める声も多い。 

 

■住宅の管理については業者や役場など、第三者の介在による管理など、何らかの管理システ 

ムを求める声が多い。 

 

 



32 

 

４．公営住宅等に関わる課題と今後の⽅向性 

（１）上位計画・関連計画 

本計画の前提として踏まえるべき上位計画・関連計画の概要は以下の通りです。 

① 第５期佐呂間町総合計画 

本町ではまちづくり全体に関する も上位の計画として、「第５期佐呂間町総合計画」を策定し

ています。この計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成され、基本計画に示した施策

を具体的に進める事業を実施計画として策定（前期 5 年・後期 5 年）し、事業の評価・検証を行

いながら進行管理や必要な事業内容の見直しを行っています。 

 

  ■第５期佐呂間町総合計画 
 
●計画期間 ：令和 3年～令和 12 年（2021～2030 年） 
 
●将来目標  

『自然の恵みに感謝し、人が人を支え、 

共に創(つく)る、生涯の郷(さと)、サロマ』を目指して 
 
●施策の大綱〈一部住宅関連部分抜粋〉 
 １．安全安心で豊かなまちをめざして（まちづくり） 
 ２．自然とともに持続可能な循環型の産業をめざして（産業振興） 
 ３．絆を深め地域ぐるみで支えあう福祉のまちをめざして（社会福祉） 
 ４．心を豊かにする学びをめざして（教育文化） 
   
●施策の体系〈一部住宅関連部分抜粋〉 
 １．まちづくり 

  －５．生活環境・施策の展開方針（一部抜粋） 

豊かな自然の中で潤いのある住環境を創出するため、公営住宅等長寿命化計画に基づき、 

町営住宅と特定公共賃貸住宅の計画的な改修と更新を図るとともに、町内の住宅需要の把握 

に努め、持ち家住宅の建設促進や空き家・空き地の有効活用を図る取り組みを進めます。 

〇現状と課題 

【現状】・住宅需要は満たされていない状況にあります。 

 ・空き家が増加している状況にあります。 

 ・佐呂間、若佐、浜佐呂間の 3 地区に勤労者用住宅用地を分譲しています。 

 ・住宅の新築、増改築などに対し、助成を行っています。 

 ・町営住宅・特定公共賃貸住宅は、11 団地 253 戸(令和元年)が建設されています。 

【課題】・住宅需要は満たされていない状況にあります。 

・民間住宅の建設促進に努める必要があります。 

・空き家の有効活用を図るため、情報収集に努める必要があります。 

・助成制度の利用促進を図るため、更なる町民への周知に努める必要があります。 

・町営住宅・特定公共賃貸住宅の計画的な改修と更新の必要があります。 

 〇主要施策 

・〈040〉民間住宅建設の促進 

・〈041〉住宅環境の整備 

・〈042〉公営住宅等長寿命化計画に基づく整備 
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② 第２期 佐呂間町 地域創生総合戦略 

本町では、国の「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、平成 27（2015）年に「第１期 佐呂

間町地域創生総合戦略」を策定しましたが、推進期間の終了を受け、令和 3（2021）年度からの取

組を切れ目なく推進するため、令和 2（2020）年度に見直しを行いました。 
 

【佐呂間町人口ビジョン】 
本町がめざす推計では、2040 年(令和 22)の時点で人口は 1,188 人と推計されることを踏まえ、 

約 1,200 人を維持することとして想定、社人研準拠推計(1,086 人)に比べて約 100 人の減少を抑制 

することとしています。 
  
 R2 年 

（2020） 

R7 年 

（2025）

R12 年 

（2030）

R17 年 

(2035） 

R22 年 

（2040） 

R27 年 

（2045）

R32 年

（2050） 

R37 年 

(2055) 

R42 年 

(2060) 

社人研 

準拠推計 
4,837 4,302 3,795 3,318 2,864 2,448 2,092 1,780 1,503 

佐呂間町が 

めざす推計 
4,871 4,375 3,906 3,450 3,007 2,600 2,252 1,948 1,676 

          

将来展望   3,900  3,000     
 

【総合戦略】 
 ●計画期間 ：2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度までの 5 か年 

 ●目指すまちの方向性と 4 つの基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

③ 佐呂間町公共施設等総合管理計画 

本町では、中長期的な視点から公共施設の総量や配置の 適化を図ることで将来にわたって持

続可能な行政サービスを維持するため、公共施設等のあり方や取り組み方針を示すことを目的と

して、平成 28(2016)年 11 月に策定、その後一定期間が経過するとともに、国のインフラ長寿命

化計画が見直されたことを受け、令和 4(2022)年 3 月に改訂されています。 
 
 
●計画期間：平成 28（2016）年度から令和 7（2025）年度までの 10 年間 

 ●公共施設の整備状況 

令和 3年 3 月末時点、所有する建築物の総延べ床面積は 79,883 ㎡あり、町民一人当たりの延床面

積は 16.25 ㎡と、全国平均の 5 倍となっている。内訳では公営住宅の延床面積が も多く全体の

23.2％となっている。また、建物の大規模改修を行う目安である築 30 年以上経過した建物面積は、

全体の 6割程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   

●公共施設等の管理に関する基本方針（公営住宅に関する部分抜粋） 

ア．保有する公共施設の全体面積を人口減少や人口構造の変化を見据えて縮小します。 

イ．新規の施設については、施設の複合化・集約化を基本とし、適正な施設整備を推進します。 

 【主な対象施設】・浜佐呂間第 2団地 

ウ．建設から一定期間を経過した施設で、今後活用が見込めない施設については、廃止を基本と 

し、売却・貸付などが見込めない場合は、老朽化による破損等、周辺環境や治安を考慮し、取 

り壊しを基本とします。 

 【主な対象施設】・浜佐呂間第 1団地、・緑園団地 

エ．日常的な点検による施設の状況把握により、適切な予防的修繕を施すとともに、施設の長寿 

命化を図り、資産の有効活用に努めます。 

 【主な対象施設】・若佐第 2 団地、・浜佐呂間第 3団地、・宮前団地 

 オ．施設にて既に策定されている各計画を基本としながら、当計画との整合を図り必要に応じて 

適宜見直しを行います。 

■公共施設面積の内訳：総延べ床面積 79,883 ㎡ 
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④ 佐呂間町過疎地域持続的発展市町村計画 

当該計画は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、地域の持続的発展を

図るため必要な事業計画を策定し、国の承認後、目的達成のための事業を行うための計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●計画期間：令和 3（2021）年度から令和 7（2025）年度 

 

●主な内容： 

 １ 基本的な事項  

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

３ 産業の振興  

４ 地域における情報化 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

６ 生活環境の整備（公営住宅関連部分抜粋） 

《公営住宅》  

    本町の住宅事情は、社会経済の発展に伴う個人住宅の建設促進や人口減少などにより、戸数

については概ね確保されていますが、市街地周辺については、人口の集中傾向により、住宅需

要が高い状態が続くものと予想されます。 

こうした中、公営住宅は令和 3 年 4月現在で 10 団地、253 戸の建設がなされています。 ま

た、低所得者層に低家賃で快適な公営住宅を提供するため、公営住宅の長寿命化計画に基づ

き、除却及び建替を含めた計画的な老朽化住宅の改修を推進する必要があります。 

《その対策》 

豊かな自然の中で潤いのある住環境を創出するため、公営住宅等長寿命化計画に基づき、町 

営住宅と特定公共賃貸住宅の計画的な改修と更新を図るとともに、町内の住宅需要の把握に 

努め、持ち家住宅の建設促進や空き家・空き地の有効活用を図る取組を進めます。 

〇事業計画（令和 3 年度～7 年度） 

持続的発展 
施策区分 

事業名 
（施設名） 

事業内容 
事業
主体

5 生活環境の 

整備 

(6)公営住宅 公営住宅等長寿命化計画策定事業 町 

公営住宅整備事業（若佐第 2 団地）外壁等改修工事 町 

公営住宅整備事業（浜佐呂間団地）外壁等改修工事 

・建設・解体 
町 

公営住宅整備事業（緑園団地）一部解体 町 

公営住宅整備事業（宮前団地）屋根塗装 町 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

８ 医療の確保 

９ 教育の振興 

10 集落の整備 

11 地域文化の振興等 
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⑤ 佐呂間町強靭化計画（令和 3 年 2 月策定） 

本町では東日本大震災や 2016 年豪雨災害、2018 年胆振東部地震等の教訓を踏まえ、「佐呂間町

地域防災計画」の見直し及び「佐呂間町業務継続計画」の策定など、防災・減災のための取組を

強化してきましたが、今後想定される大規模自然災害から町民の生命・財産を守り、本町の持続

的な成長を実現するため、また国・北海道全体の強靱化を進める上でも不可欠な課題であること

から、本町における国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「佐呂間町強靱

化計画」を策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●佐呂間町強靭化の目標 

（１）大規模自然災害から町民の生命・財産と佐呂間町の社会経済システムを守る  

（２）佐呂間町の強みを活かし、国・北海道全体の強靱化に貢献する 

（３）佐呂間町の持続的成長を促進する 
 
●対象とするリスク 

（１）地震・津波 

（２）豪雨/暴風雨/竜巻 

（３）豪雪/暴風雪 
 
●佐呂間町強靱化のための施策プログラムの策定及び推進事業一覧 

（公営住宅関連部分抜粋）        

  １．人命の保護  

 １－１ 地震等による建築物等の大規模倒壊や火災に伴う死傷者の発生 

（住宅・建築物等の耐震化）  

（建築物等の老朽化対策）   

○町内の公営住宅については、佐呂間町公営住宅等長寿命化計画を策定の上、計画的な 

建替え、改善等を実施する。[国・道・町] 

（避難場所等の指定・整備・普及啓発） 

（緊急輸送道路等の整備） 

（防火対策・火災予防） 

１－２ 土砂災害による多数の死傷者の発生 

（警戒雛体制の整備） 

（砂防設備の整備、老朽化対策） 

１-３ 大規模津波等による多数の死傷者の発生 

（津波避難体制の整備） 

1－４ 突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水 

（洪水ハザードマップの作成） 

（河川改修等の治水対策） 

1－５ 暴風雪及び豪雪による交通途絶等に伴う死傷者の発生 

（暴風雪時における道路管理体制の強化） 

（除雪体制の確保） 
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⑥ 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して自立した日常生活を営め

るよう、地域包括ケアシステムの深化・推進並びに地域共生社会の実現に向けた取組みを基本に、

本町における高齢者保健福祉施策の総合的指針として、令和 3(2021)年 3 月に策定されました。 

 

■第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 ～ふれあいとやすらぎのある社会をめざして～ 

 

●計画の基本目標：絆を深め、やさしい福祉のまちづくりを目指します 

  第８期計画は、第７期計画に掲げた基本テーマを引き継ぎながら、団塊の世代が75歳以上とな

る令和７年を見据え、地域とのつながりをさらに強化するため「地域包括ケアシステム」を推進

し、高齢者の心身の状況、置かれている環境などの改善を計画目標に定め、目標達成に向け中長

期的に継続して取り組み、明るく活力に満ちた高齢化社会を確立するため、高齢者が生きがいを

もって暮らし、活躍できる地域社会の実現を目指します。 

 

●計画期間：令和 3 年度から令和 5年度までの 3年間 

 ●高齢者保健福祉計画 

 －3.地域生活支援体制 

一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加、さらには認知症高齢者の増加が見込まれること 

などから、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう 

高齢者のニーズに応じて、生活支援サービスを提供する「地域包括ケアシステム」の考え方 

に基づき、次の事業を実施します。 

5．老人日常生活用具給付等事業 

高齢者が、安全で快適な日常生活を送ることができるよう、生活支援用具の給付や貸与

を行います。  

６．高齢者等住宅設備改造助成事業 

高齢者が、在宅での生活を営む上で必要な住宅改修に対して助成を行います。 

 

●高齢者福祉施設 

 高齢者人口の増加にともない、今後も高齢者世帯及び一人暮らし高齢者が増加することが見込ま 

れることから、安全で安心して生活できる居住環境整備を図ります。 

  

■施設等サービスの見込 
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⑦ 佐呂間町洪水・土砂ハザードマップ 

本町では平成 30(2018)年 9 月 6 日の北海道胆振東部地震を踏まえ、令和 1(2019)年｢佐呂間町防

災ハザードマップ 保存版｣を公表、洪水・土砂・津波等に関する町内各地区の浸水深の状況や、

その時とるべき避難行動、災害時の避難場所や避難施設一覧等の他、平成 18(2006)年、本町に甚

大な被害を及ぼした竜巻に対する兆しの見極めや対応などについても周知しています。 
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［参考：ハザードマップ＋公営住宅団地位置図の重ね合わせ］ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.西富団地 

2.宮前団地 

①特公賃 宮前団地 

3.緑園団地 

佐呂間市街地区：洪水・土砂ハザードマップと団地位置図 

N

佐呂間町役場 

佐呂間町保育所 

在宅介護支援センター 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若佐地区・栄地区：洪水・土砂ハザードマップと団地位置図 

5.若佐第 2 団地 

4.若佐第 1 団地 

6.栄団地 

N
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若里地区：洪水・土砂ハザードマップと団地位置図 

若里地区：津波ハザードマップと団地位置図 

7.若里団地 

7.若里団地 

N

N
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浜佐呂間地区：洪水・土砂ハザードマップと団地位置図 

浜佐呂間地区：津波ハザードマップと団地位置図 

9.浜佐呂間第 2 団地 

8.浜佐呂間第 1 団地 

10.浜佐呂間第 3 団地 

10.浜佐呂間第 3 団地 

N

N

9.浜佐呂間第 2 団地 

8.浜佐呂間第 1 団地 
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⑧ 公営住宅等整備基準についての一部改正の動き 

令和４(2022)年４月１日、公営住宅等整備基準について（技術的助言）の一部が改正され、新

たに建設される公営住宅の基準について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第 35

条第 1 項第一号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準を満たすことや、やむを得な

い場合等を除き太陽光発電の設置等※1を行うことをはじめ、7 項目の目安が設けられています。 

それにより、遅くとも 2030 年度までに、義務化された省エネ基準が ZEH 水準※2に引き上げとな

る見込みであることに鑑み、省令改正の施行や条例の制定前においても可能な限り ZEH 水準に準

拠して公営住宅の整備を行うことなど、適切に対応することが求められています。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１････公営住宅等ストック改善事業で「脱炭素社会対応型」を創設（省

エネルギー性向上に加え、再生可能エネルギー導入のための設置等

の改善を追加（年度要件除外）） 

※２････ZEH 水準：強化外皮基準（住宅の品質確保の促進等に関する法律

（平成 11 年法律第 81 号）第３条の２第１項に規定する評価方法基

準における断熱等性能等級 5 以上の基準（結露の発生を防止する対

策に関する基準を除く。））を満たし、かつ再生可能エネルギーを除

いた一次エネルギー消費量が省エネ基準（建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号）第２条第 1 項第

三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準）の基準値から

20％削減となる省エネ基準の水準 
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（２）公営住宅に関する課題 

① 入居世帯等の変化への対応課題 

本町の人口・世帯数の減少が今後も続く可能性を踏まえると、公営住宅等への需要変動への対

応が課題となります。 

今後は必要世帯数に対応した住宅の供給はもとより、世帯の小規模化や高齢者世帯の増加、そ

の他収入超過・高額世帯の増加等の状況、住宅の種類等にも配慮した住宅供給等の対処が必要と

なります。 
 

■今後の課題 

○入居世帯数変動への対応 

 人口・世帯数の減少を踏まえ、公営住宅全体への需要や町全体の借家需要を的確に把握する 

とともに、入居の見込みのない老朽政策空き家への対応について検討する必要があります。特

に昭和 40 年代建設住棟については早期に更新することが求められます。 

○住宅のミスマッチ解消への対応 

 世帯の小規模化や高齢者世帯の増加を背景とした高齢単身・夫婦世帯の増加は、町全体だけ 

ではなく、公営住宅入居世帯においても同様の状況となっています。また､近年は収入超過世帯

や高額世帯等もやや増加しています。今後は適正管理の推進を基本としながら、住宅のミスマ

ッチ解消に向けた住み替え誘導や、既存公営住宅のみなし特公賃化についての検討も必要とな

ります。 

  

② まちづくりや安全・安心への対応課題 

 本町の公営住宅等は佐呂間市街地区だけでなく、若佐地区、栄地区、若里地区、浜佐呂間地区 

の 5 つの地区に建設されており、地区ごとの借家需要に対して重要な役割を担っています。 

今後もまちづくりと連動した住宅管理や将来需要を見据えた適正戸数を供給する一方、公表さ

れているハザードマップなどを踏まえた、安全で安心な公営住宅供給や整備が求められています。 

また、高齢者や子育て世帯が安心して住むことができるよう、団地内通路等の整備・改善につ

いても検討が必要です。 
 

■今後の課題 

〇各地区の住宅需要への対応と安全性の確保 

各地区における公営住宅等需要の動向を見据えた対応が求められるとともに、安全で安心な

公営住宅整備についての検討が必要となっています。 

 

③ 住宅ストックとしての対応課題 

本町における公営住宅等の改善事業、建替・用途廃止事業等の取組みは、これまで計画的に実

施されています。今後も引き続き公営住宅等が良質な住宅ストックとして機能を果たすために、

適正な住宅水準の確保や維持保全の継続が必要となります。また、改正された公営住宅整備水準

など脱炭素化に向けた取組みを踏まえた整備方針の検討が必要です。 
 

■今後の課題 

〇計画的な維持管理の継続等 

一定以上の水準で整備されている平成年代建設の住棟を良好に保つための、計画的な維持管 

理の継続が必要となっています。 
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Ⅲ ⻑寿命化計画の 

⽅針と⽬標 
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１．公営住宅等の整備⽅針と⽬標 

今後の公営住宅等の整備にあたっては、地域の安心居住に寄与する公営住宅整備を目指すこと

を基本に、中長期的な見通しと整備方針を定め、実現可能な事業設定を行います。 

 

（１）公営住宅等の整備方針 

本町公営住宅の整備にあたっては、以下３つを方針として設定し取組むこととします。 

 

■方針１：まちの将来を見据えた適正な管理戸数の実現 

公営住宅の大量供給の時代は終わり、人口減少対策や移住・定住促進の取組みと連動する公営

住宅整備が求められています。 

まち全体の将来を見据え、団地集約や用途廃止の検討など、適正で計画的な管理戸数の実現を

目指します。 

 

 

■方針２：地域居住の安心をつくる公営住宅等需要への対応 

公営住宅は住宅に困窮する世帯の受け皿として期待されるとともに、民間賃貸住宅が少ない本

町では賃貸住宅需要への対応として、佐呂間市街地区以外の若佐地区、浜佐呂間地区においても

公営住宅等の果たす役割は大きく、今後もその継続が求められています。一方、町では栄地区・

若里地区において応募倍率が低迷していることや、老朽化の進展等を背景に、公的借家需要が今

後見込めない状況と判断、町全体の団地集約を見据え、各々の地区にある団地については将来的には

維持しない方針としています。 

今後は各地区の公営住宅需要を適正に見極めるとともに、中堅所得者の住宅需要への対応とし

て「みなし特公賃化」や、単身高齢世帯向住宅の供給など、住民が自ら選択して住まうことので

きる多様な住宅供給や、自然災害等への対応を含め、地域居住のセーフティネットとして適正な

管理・運営の継続を目指します。 

 

 

■方針３：既存住宅の計画的な維持管理及び改善の推進 

今後の取組みにおいては、修繕周期等に基づく計画的な改善による長寿命化を基本とするとと

もに、住宅規模や型式、設備の仕様、ユニバーサルデザインへの対応など、町民の住宅ニーズに

対応できる質の維持や向上を図るための計画的な改善や外構整備なども含めた快適な住環境の維

持を目指します。 

 

上記３つの方針を進めるにあたっては、国の脱炭素化への取組等を踏まえ検討することとしま

す。 
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（２）目標管理戸数 

① 公営住宅ストックの 30 年の見通しと必要戸数想定 

近年、本町では公営住宅等への入居世帯数や応募倍率等が減少傾向にあり、人口ビジョンや町

の総合計画等においても減少傾向は今後も続くものと推計されています。 

これらのことを踏まえ、本計画では「佐呂間町人口ビジョン」における「佐呂間町が目指す推

計」に基づいた将来の人口想定を基本に、世帯数のトレンドによる世帯数想定や地区別団地別の

将来像の想定を参考とし、より実現可能な将来管理戸数の目標を想定します。 

 

■中長期の必要管理戸数の想定 

 現在 
令和 4 年 

（2022 年） 
 

10 年後 
令和 14 年 
（2032 年） 

20 年後 
令和 24 年 
（2042 年） 

30 年後 
令和 34 年 
（2052 年） 

現況管理戸数 249 戸     

  
目標人口 
推計 

3,720 人 2,844 人 2,130 人 

現況入居世帯数 203 世帯     

目標人口推計による 
世帯数想定 

  
1,842 世帯 1,436 世帯 1,098 世帯 

世帯数トレンドによる 
将来世帯数想定 

  2,025 世帯 1,825 世帯 1,625 世帯 

公営住宅入居世帯数 
想定 

  
190 世帯程度 160 世帯程度 130 世帯程度 

必要管理戸数想定※1   210 戸程度 180 戸程度 145 戸程度 

      

目標管理戸数   ２１５戸程度 １８０戸程度 １５０戸程度 

 
※1：ここでは移転や改善等の事業実施をスムーズにすることを視野に、入居世帯数想定より 1 割程度多く必要

管理戸数を設定します。 

 

② 中長期における公営住宅等ストック整備の目標 

本計画では、上記必要管理戸数想定を目標管理戸数として、中長期的な公営住宅整備目標を設

定します。中長期における公営住宅ストック整備の目標は次のとおりとします。 

【公営住宅整備の中長期目標】 

■計画期間  

 ・昭和 40 年代住棟の除却 

・耐用年限を経過した簡平住棟の除却（入居率の低いものから順次）  

・昭和 50 年代建設住棟の長寿命化 

■10～20 年後の 10 年間 

・耐用年限を経過した簡平住棟の除却（継続） 

・高齢単身向住宅の建設開始 

 ・浜佐呂間地区の団地集約化開始（安全な場所への移転集約） 

■20～30 年後の 10 年間：新設住棟の長寿命化 

 ・栄地区、若里地区の団地用途廃止 

 ・長寿命化した簡易耐火構造住棟の更新 
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２．⻑寿命化に関する基本⽅針 

公営住宅等における長寿命化の取組みにあたっては、公営住宅等長寿命化計画策定指針を踏ま

え、基本方針を次のとおりとします。 

 

（１）ストックの状況把握及び日常的な維持管理の方針 

適切なストックマネジメントの基盤として、公営住宅等のストックの状況を把握したうえで、

長寿命化のための中長期的な維持管理計画を策定、予防保全的な観点から定期点検及び日常点検

の実施や修繕・改善の実施、データ管理による維持管理を推進します。  

 

① 定期点検及び日常点検の実施  

建築基準法に基づく法定点検のほか、法定点検の対象外である住棟も含めた定期点検及び日常

点検を実施方針に位置づけます。 

 

② 点検結果等に基づく修繕の実施  

点検結果及び維持管理データベース等の内容を基に、将来見込まれる修繕工事の内容・修繕周

期・必要となる費用等について想定した長期的修繕計画を定め、予防保全的な観点から計画修繕

の実施方針に位置づけます。 

  

③ 点検結果や実施した修繕内容のデータ管理  

公営住宅等のストックの状況把握のため、点検結果や実施した修繕内容等を記録し、着実かつ

効率的・効果的な修繕・維持管理に役立てることとします。 

また、点検・修繕等の記録を次回の点検に活用するという維持管理サイクルを構築するべく、

点検の実施方針に位置づけます。 

 

 

（２）長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針 

点検・修繕・データ管理を基に、長寿命化に資する日常的な維持管理及び長期的修繕を行った

上で、 将来にわたり維持継続する対象住棟の内、安全性・居住性・省エネルギー性が低い住宅

等に対しては、住宅性能の向上を図るために改善事業を実施し、安全性の確保・居住性の向上・

省エネルギー対応・福祉対応・躯体の長寿命化等を図ります。  

予防保全的な維持管理や計画修繕等と共に改善事業を実施し、長寿命化を図ることは、建替事

業を基本とする短いサイクルでの更新に比べ、ライフサイクルコストの縮減につながるものであ

り、効果的なマネジメントを行う観点から、改善事業の実施による長寿命化およびライフサイク

ルコストの縮減に関する実施方針に位置づけます。 
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３．公営住宅等の事業⼿法の選定と団地別住棟別活⽤計画 

（１）公営住宅等長寿命化計画の対象 

本計画における対象は、2022（令和 4）年度末時点で管理している公営住宅 10団地 245 戸と

特公賃住宅 1 団地 4 戸、併せて 249 戸です。また必要に応じて、団地内の児童遊園等の共同施

設についても計画の対象とします。 

 

（２）事業手法の選定及び活用計画 

① 事業手法 

公営住宅等を活用するための事業手法は及び事業別対処法は以下のとおりです。 

 

■事業手法別の対処法 

事業手法 対処法 

修繕 

住棟の老朽化の程度、緊急性、損傷等の状態を踏まえながら、効果的、効率的に実

施します。修繕には以下の 3 つの区分があります。 

［修繕区分］ 

・計 画 修 繕：経年劣化や変化に伴い計画的に行う大規模な修繕 

・入退去修繕：入居者の退去に伴い公営住宅等の効率的な運用を目的に行う修繕 

・経 常 修 繕：上記以外で、個々の入居者の日常生活に支障を来す破損、故障等に 

伴う緊急性の高い修繕 

改
善 

個別 
改善 

住棟の一部について改変し行う工事 

個別改善事業は、公営住宅ストック総合改善事業対象要綱の要件に合致するものを

対象とし、劣化の状況等を踏まえ必要に応じて事業を実施します。 

個別改善事業には次の 5 つの種類があります。 

１．居住性向上型：居住性能を向上させるための改善で、断熱性能の向上、給湯 

         設備の確保等の改善、駐車場・駐輪場の整備等も含みます。 

２．福 祉対応 型：高齢者、障がい者などが円滑に利用できるユニバーサルデザ 

インに対応した改善を行います。 

３．安全性確保型：安全性能の確保のための改善で、外装材の落下を未然に防止 

 するための改善・避難通路を確保するための改善、ガス管の 

 耐食性・耐震性を向上させるための改善等も含みます。 

４．長 寿命化 型：長期的な活用を図るべき住棟において、耐久性の向上や躯体 

         への影響の低減、維持管理の容易性向上の観点から屋根材や 

外壁材の取り替え等の改善を行います。 

５．脱炭素社会対応型：公営住宅等の省エネルギー性向上,及び再生可能エネルギー 

           導入のための設備等の改善 

全面的 
改善 

住棟の躯体を残し、全面的にあるいはそれに準ずる改善 

建替 

公営住宅等を除却し、その土地の全部又は一部の区域に新たに公営住宅を建設する

こと。建替には、現団地の用途廃止を行い、他の団地への統合、または他の敷地へ

の新規建設などの移転建替を含みます。 

用途廃止 標準管理期間を経過したもので、公営住宅としての機能を廃止すること 
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② 事業手法の選定フロー 

本計画における団地別住棟別事業手法の選定は、国土交通省から示されている「事業手法の選

定フロー」を参考に判定を行います。選定フローは、以下のとおりです。 
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（３）選定フローに基づく検討結果 

① 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来のストック量の推計 

 本計画では、Ⅲ章１-（２）において、将来公営借家数推計に基づき、中長期の目標管理戸

数を以下のとおり設定しています。 
  
■中長期の目標管理戸数設定 

 計画 

期間 

10 年後 
令和 14 年 
（2032 年） 

 
20 年後 

令和 24 年 
（2042 年） 

 
30 年後 

令和 34 年 
（2052 年） 

目標管理戸数  215 戸程度  180 戸程度  150 戸程度 

 

ここでは、国の「ストック推計プログラム（将来の「著しい困窮年収未満の世帯数」の推

計）」を活用し、将来における世帯数の推計を基に、公営住宅の施策対象（本来階層及び裁量

階層）の世帯数を推計、その内自力では 低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収

の世帯を推計します。 

この結果を踏まえ、計画期間の目標年次における公営住宅等ストック量の検証を行うことと

します。 

○ 公営住宅の施策対象世帯数と著しい困窮年収未満の世帯数の推計 

 ストック推計プログラムによる 2030 年及び 2035 年の公営住宅施策対象世帯数と、その内著

しい困窮年収未満の世帯数の推計結果は以下のとおりです。 

 推計結果では 2030 年の公営住宅施策対象世帯数は 251 世帯、その内著しい困窮年収未満世

帯数は 138 世帯、2035 年には各々221 世帯、123 世帯とされています。 

 目標年次である 2032 年について、2030 年から 2035 年にかけての 5年間の推移から直線補

正して算出すると、公営住宅施策対象世帯数は 251 世帯＋(221 世帯-251 世帯)÷5×2＝239 世

帯、著しい困窮年収未満世帯数は 138 世帯＋(123 世帯－138 世帯)÷5×2＝132 世帯と推計さ

れます。 

  
→ 国の推計プログラムによる、公営住宅施策対象世帯数：239 世帯 

                著しい年収未満世帯数 ：132 世帯 

 

○ 計画期間の目標年における公営住宅等の管理戸数について 

 本町では令和4(2022)年末時点で249戸の公営住宅等を管理し、203世帯が入居しています。

また、目標年 2032 年度における公営借家目標管理戸数としては 215 戸と想定しています。 

 公営住宅が住宅セーフティネットとしての役割を担う必要があることから、少なくとも著し

い困窮年収未満世帯数（132 世帯）を上回る管理戸数が求められる一方で、公営住宅施策対象

世帯（239 世帯）については民間賃貸住宅との役割分担もあることから、著しい困窮年収未満

の世帯を除き、全てを公営住宅で対応することは現実的ではないと考えられます。 

 

以上のことから、2032 年の想定管理戸数 215 戸については、著しい困窮年収未満世帯数を

上回り、かつ公営住宅施策対象世帯の範囲にあることから、概ね適正な戸数と判断されます。 

 

 推計結果は、2 次判定③―2 において事業手法の仮判定に使用します。 
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【国の推計プログラムによる 2030 年・2035 年の公営住宅施策対象世帯数及び 

著しい困窮年収未満の世帯数】 

・目標年：令和 14（2032）年の推計値は、2030 年から 2035 年にかけての 5 年間の推移から 

直線補正して算出 
 
□2030 年の公営住宅施策対象世帯数推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2030 年の著しい困窮年収未満の世帯数推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2035 年の公営住宅施策対象世帯数推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2035 年の著しい困窮年収未満の世帯数推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 233 344 479 704
～ ～ ～ ～ ～
233 344 479 704

１人 44 0 0 0 0 44
２人 54 0 0 0 0 54
３人 19 5 0 0 0 24
４人 7 5 0 0 0 12
５人 2 1 1 0 0 4

６人以上 1 0 0 0 0 1

合計 126 11 1 0 0 138

合計

借家総数

住宅の所有の関係 世帯人員

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 230 340 473 697
～ ～ ～ ～ ～
230 340 473 697

１人 40 0 0 0 0 40
２人 48 0 0 0 0 48
３人 16 5 0 0 0 21
４人 6 4 0 0 0 10
５人 2 1 1 0 0 3

６人以上 1 0 0 0 0 1

合計 112 10 1 0 0 123

合計

借家総数

住宅の所有の関係 世帯人員

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 230 340 473 697
～ ～ ～ ～ ～
230 340 473 697

１人 59 23 6 0 0 88
２人 48 21 7 0 0 76
３人 16 9 9 0 0 34
４人 6 4 6 1 0 17
５人 2 1 2 0 0 5

６人以上 1 0 0 0 0 2

合計 132 58 30 2 0 221

住宅の所有の関係 世帯人員 合計

借家総数

第Ⅰ分位 第Ⅱ分位 第Ⅲ分位 第Ⅳ分位 第Ⅴ分位
0 233 344 479 704
～ ～ ～ ～ ～
233 344 479 704

１人 66 25 6 0 0 98
２人 55 24 7 0 0 86
３人 19 10 10 0 0 39
４人 7 5 8 1 0 20
５人 2 1 2 1 0 6

６人以上 1 0 0 0 0 2

合計 150 66 33 2 0 251

住宅の所有の関係 世帯人員 合計

借家総数
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② １次判定 

１次判定では団地の管理方針と住宅改善の必要性・可能性に基づく団地・住棟の事業 

手法の仮設定を行うため、以下の２段階の検討を行い、事業手法を仮設定します。 

②―１：団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

②―２：住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

■②－１：団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

社会的特性に係る現在の評価に基づき、団地の将来的な管理方針を判定します。 

具体的には現在の団地の「需要」「効率性」「立地」を評価し、総合的に勘案して団地の将来

的な管理方針を判定します。 

 

 

  

 
 
・緑園団地では入居率が 8 割を切り、政策空き家率も 3 割強であることから評価を×とした。 

・若佐第２団地、栄団地、浜佐呂間第２団地で入居率が 8 割を切っていること、又浜佐呂間

第１団地の政策空き家率が 5 割と高いことから評価を△とした。 

 

 

 

 

 

  

 ・緑園団地はまちなかから遠いこと、若佐第１団地は敷地が2分されており団地としてのま

とまりに欠けること、浜佐呂間第３団地の敷地が町有地であることで評価を△とした。 

 

  

 

 

  

 
 
 

 ・宮前団地、緑園団地、若佐第１団地（一部）は、洪水ハザードマップにおいて、3.0～5.0 

  ｍの範囲に入ること、及び洪水の際に地面が削られる恐れのある場所が敷地内にあること 

  などで×としている（若佐第１団地は敷地の一部であることから△）。 

 ・若佐第２団地は、洪水ハザードマップにおいて、0.5～3.0ｍの範囲に入ることで△として 

いる。 

・栄団地、若里団地については、立地する地区において将来的には団地を維持しない方針と

していることから×としている。 

・浜佐呂間地区の３団地については、洪水・土砂ハザードマップで3.0～5.0ｍの範囲にある

こと、津波ハザードマップにおいて「標高3ｍ未満区域（津波の危険区域）」とされている

ことから×としている。  

 

ⅰ）需要  

・入居率及び政策空き家率の状況等により需要を評価する。  

・入居率が80％以上の団地及び、政策空き家率が25％未満の団地を継続管理することに適す

ると評価する。 

ⅲ）立地 

【利便性】公益施設や生活利便施設・教育施設等が近接しているなど利便性が高い場合は、 

団地を継続管理することに適するものと評価する。 

【地域バランス】地域における団地の継続管理の必要性等について評価する。 

【災害危険区域等】災害危険区域や災害ハザードマップにおける3.0ｍ以上の浸水域等、住民 

の安全に係る災害等の危険が生ずるおそれがある等について評価する。 

ⅱ）効率性  

・町有地であることを原則として、団地建替についての効率性を評価する。 

・団地に係る法規制（用途地域、指定容積率、建蔽率）や、団地の敷地規模及び形状等を 

踏まえて総合的に評価する。 



54 

 

以上の基準により検討した 1 次判定の①の結果は以下のとおりとなります。 

 

●１次判定①結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※：若里団地は合計 20 点となりますが、若里地区では将来において団地を維持しない 

方針のため「継続管理留保」の団地としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続管理する団地 
・西富団地、・宮前団地、・若佐第１団地、・若佐第２団地 

・特）宮前団地 

継続管理について 

判断を留保する団地 

・緑園団地、・栄団地、・若里団地、 

・浜佐呂間第１団地、・浜佐呂間第２団地、・浜佐呂間第３団地 

ⅰ ⅱ ⅲ

空
家
戸
数

政
策
空
家

入
居
世
帯
数

入
居
率

政策
空き家

率

（戸） （戸） （戸） （世帯） （％） （％）

1 西富団地 92 S56～H7 4 0 88 95.7% 0.0% ○ ○ ○ 30 継続管理

2 宮前団地 48 H9～H16 4 0 44 91.7% 0.0% ○ ○ × 20 継続管理

3 緑園団地 45 S47～S54 6 16 23 79.3% 35.6% × △ × 5 継続管理留保

4 若佐第１団地 16 S54～H23 2 0 14 87.5% 0.0% ○ △ △ 20 継続管理

5 若佐第２団地 8 S58 3 0 5 62.5% 0.0% △ ○ △ 20 継続管理

栄 6 栄団地 4 S60 2 0 2 50.0% 0.0% △ ○ × 15 継続管理留保

若
里

7 若里団地 8 S53 1 0 7 87.5% 0.0% ○ ○ × 20 継続管理留保※

8 浜佐呂間第１団地 4 S53 0 2 2 100.0% 50.0% △ ○ × 15 継続管理留保

9 浜佐呂間第２団地 12 S50・51 5 0 7 58.3% 0.0% △ ○ × 15 継続管理留保

10 浜佐呂間第３団地 8 S60・H3 1 0 7 87.5% 0.0% ○ △ × 15 継続管理留保

245 28 18 199 87.7% 7.3%

佐呂間
市街 ① 宮前団地 4 0 0 4 100.0% 0.0% ○ ○ × 20 継続管理

4 0 0 4 100.0% 0.0%

管
理
戸
数

1次判定①評価

需
要

効
率
性

立
地

入居状況
管理
状況

特公賃住宅計

佐
呂
間
市
街

若
佐

浜
佐
呂
間

公営住宅合計

■1次判定①結果
○：10点
△：　5点
×：　0点

◎20点以上
→継続管理
◎20点未満

→継続管理留保

建
設
年
度
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■②－２：住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性 

１次判定②では、住棟の現在の物理的特性を評価し、住棟の改善の必要性や可能性を判定

します。評価は「躯体の安全性」「避難の安全性」「居住性」について、住棟の改善の必要

性・可能性として「改善不要」、「改善が必要」、「優先的な対応が必要（改善可能）」、「優先的

な対応が必要（改善不可能）」の４区分に分類します。 

 

 

 

 

 

 
・今回計画では、新耐震基準に基づかない住棟で、過去に長寿命化改善を実施していない住棟

については、×とする。 

 

 

 

・全ての住棟において、避難の安全性が確保されていると判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）躯体の安全性・避難の安全性 

・躯体の耐震性について、耐震基準により判定する。 

○：（新耐震基準）昭和56年6月の建築基準法施行令に基づき建設された耐震性を有する住棟 

×：（旧耐震基準）昭和56年6月以前に建設された耐震性の不明な住棟 

耐震診断の実施にて、耐震性の有無を判定することとする。  

ⅲ）居住性 

「北海道住生活基本計画」や住宅の品質の確保における法律（住宅性能表示基準）等関連

規定等の整備水準を踏まえ、居住性能の評価及び居住性能確保のための改善の要・不要の

判断をします。 

□住戸面積 

・北海道住生活基本計画における共同住宅居住想定面積（都市居住型誘導居住面積水準：

単身者世帯）を基準とする：〇：42㎡以上、×：42㎡未満  

□省エネルギー性 

・省エネルギー等級によって評価：〇：新省エネ基準：等級３以上、×：等級３未満 

(平成4年度改正：本計画ではそれ以降に建設された住棟については基準を満たしていると想定

し、断熱性能向上等の改善については現段階では検討しないこととする） 

□バリアフリー性 

・住戸内バリアフリー性：段差解消・手摺りの設置について 

 ○：段差解消・手摺り設置とも整備されている、△：どちらか一方が整備されている、 

×：どちらも整備されていない 

□住戸内の設備 

・浴室整備 ：〇：ユニットバス整備、×：置型 

・３箇所給湯：〇：浴室・台所・洗面で整備、×：未整備 

・24時間換気：〇：整備、×未整備 

□改善履歴 

・過去10年以内（平成24年以降）に改善事業を実施した住棟は個別改善事業後の標準管理 

期間においては、建替や用途廃止の対象とはせず、維持管理又はその他の改善事業の候 

補とする。 

ⅱ）避難の安全性については二方向避難及び防火区画等の確保状況について 

評価〇：確保されている、×：確保されていない 
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(棟) （戸）

1 西富団地 16 84 S56～Ｈ4 簡２ 継続管理 ○ ○ 不要 ○ △ × △ ○ ○ 必要 改善又は建替

1 8 H7 準２ 継続管理 ○ ○ 不要 ○ ○ ○ △ ○ ○ 必要 改善又は建替

2 宮前団地 7 48 H9～16 耐２ 継続管理 ○ ○ 不要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不要 維持管理

3 緑園団地 13 45 S47～54 簡平 継続管理留保 × ○ 必要 × 不可能 優先的な建替・優先的な用途廃止

4 若佐第１団地 2 8 S54 簡平 継続管理 × ○ 必要 × 不可能 優先的な建替

1 8 H23 耐２ 継続管理 ○ ○ 不要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不要 維持管理

5 若佐第２団地 1 8 S58 簡２ 継続管理 ○ ○ 不要 ○ × × × ○ × 必要 改善又は建替

栄
地区

6 栄団地 1 4 S60 簡２ 継続管理留保 ○ ○ 不要 ○ × × × ○ × 必要 改善・建替又は用途廃止

若里
地区

7 若里団地 2 8 S53 簡平 継続管理留保 × ○ 必要 × 不可能 優先的な建替・優先的な用途廃止

8 浜佐呂間第１団地 1 4 S53 簡平 継続管理留保 × ○ 必要 × 不可能 優先的な建替・優先的な用途廃止

9 浜佐呂間第２団地 3 12 S50～51 簡平 継続管理留保 × ○ 必要 × 不可能 優先的な建替・優先的な用途廃止

10 浜佐呂間第３団地 2 8 S60・H3 簡２ 継続管理留保 ○ ○ 不要 ○ △ × ○ ○ ○ 必要 改善・建替又は用途廃止

佐呂間
地区

特公賃 宮前団地 1 4 H14 耐２ 継続管理 ○ ○ 不要 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不要 維持管理

地
区

佐
呂
間
地
区

若
佐
地
区

浜
佐
呂
間
地
区

団
地
番
号

団地名

住
棟
数

住
戸
数 ■1次判定①

結果

1次判定－②

■1次判定②結果
建
設
年
度

構
造

■
居
住
性
に
係
る
改
善
の
必
要
性

居住性に係る評価項目

躯
体
の
安
全
性

避
難
の
安
全
性

■
改
善
の
必
要
性

必要性

躯
体
・
避
難
の
安
全
性

■
改
善
の
可
能
性

可能性

躯体・避難の安全性に係る
改善の必要性・可能性

面
積

省
エ
ネ

バ
リ
ア
フ
リ
ー

Ｕ
Ｂ
化

3
箇
所
給
湯

24
ｈ
換
気

以上の基準により、検討した 1 次判定②の事業手法の仮設定は、次のとおりとなります。 

●１次判定の仮設定の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
②―１、および②―２の検討結果を総合的に勘案し、事業手法を仮設定します。事業手法 

が定まらない次の２つのグループの団地・住棟については、２次判定へ進みます。 
 

：継続管理する団地のうち、「優先的な対応が必要（改善可能）」又は「改善が 

必要」な団地 
 
       ：継続管理について判断を留保する団地 

 

■②-1 および②-2 の検討結果に応じた事業手法の仮設定      

 改善不要 改善が必要 
優先的な対応が必要 

（改善可能） 
優先的な対応が必要 
（改善不可能） 

継続管理
する団地 

維持管理 改善又は建替 
優先的な改善、 

又は優先的な建替 
優先的な建替 

・宮前団地 

・若佐第１団地(耐２） 

・西富団地 

・若佐第２団地 

（該当なし） ・若佐第１団地（簡平） 

継続管理
について 
判断を 

留保する 
団地 

維持管理又は 
用途廃止 

改善、建替又は 
用途廃止 

優先的な改善 

又は優先的な建替、 

又は優先的な用途廃止 

優先的な建替、 
又は優先的な用途廃止 

（該当なし） 

・栄団地 

（該当なし） 

・緑園団地・若里団地 

・浜佐呂間第１団地 

・浜佐呂間第２団地 

・浜佐呂間第３団地 

Ｂグループ 

Ａグループ 

Ａグループ 

Ｂグループ 
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③ ２次判定の考え方 

２次判定では、１次判定において事業手法・管理方針の判断を留保したＡグループ及びＢグ

ループについて、各々以下の２段階の検討を行い、事業手法を仮設定します。 

 

：ライフサイクルコスト（LCC）比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業 

手法の仮設定  

③－１：ライフサイクルコスト(LCC)比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の 

    仮設定 

 

１次判定において、Ａグループと判定した「西富団地」「若佐第２団地」の住棟について、

改善事業を実施する場合と、建替事業を実施する場合のライフサイクルコスト（LCC）比較

や、計画期間内での建替事業量試算により、原則、改善事業よりも建替事業を実施する方が

ライフサイクルコストを縮減できる場合に、事業手法を「建替」と仮設定します。 
 
〇西 富 団 地：1号棟から16号棟までは平成26年度から順次長寿命化改善を実施している

ことからそれら住棟については「建替」を選択せず、前回改善事業では未

実施で、かつ必要と考えられる「改善事業」を実施することとします。 

〇若佐第２団地：必要な改善事業を行った場合と、建替を行った場合のLCCを試算すること

とします。 → 試算結果（次ページ【若佐第２団地 改善事業実施時の

LCC試算】【若佐第２団地 建替事業実施時のLCC試算】参照） 

        改善事業：374,341円/戸・年 ＜ 建替事業：696,031円/戸・年 

        となり、「改善事業」の方がLCCの縮減効果を見込めることから「改善事業」

を実施することとします。 

 
 
：将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

③－２：将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

１次判定において、Ｂグループと判定した団地・住棟については、将来的な活用の優先順位

を検討し、将来にわたって「継続管理する団地」とするか、将来的には他団地との集約等に

より用途廃止することを想定する「当面管理する団地（建替を前提としない）」とするのか

の判定を行うとともに、事業手法を仮設定します。 
 
〇緑園団地：前回計画時で用途廃止と方針づけられていた経緯があることや、まちなかから 

 距離があること、ハザードマップ等の状況を踏まえ、空き家を中心に用途廃止を行います。 

〇栄団地・若里団地：両地区では将来的には公的借家需要が見込めないと想定していること

から将来的には「用途廃止」の方針とします。栄団地は耐用年限が経過する令和13年頃か

ら、若里団地は空き家を中心に順次用途廃止を行うこととしますが、いずれも現時点でも

入居世帯が一定程度あることから、当面は継続維持管理とします。 

〇浜佐呂間地区の 3 団地：現在の団地の位置は、洪水・津波双方のハザードマップにおいて、

3.0ｍを超える浸水深の地域に含まれることから、少なくとも浜佐呂間第 1 団地、第 2 団

地は用途廃止としますが、浜佐呂間地区内における公的借家需要は将来においても見込ま

れることから、安全な場所に町有地を確保し、移転集約することとします。 

浜佐呂間第 3 団地については、改善後の標準管理期間までは継続維持管理としますが、そ

の後は、浜佐呂間地区の新団地に移転集約する方針とします。 

 

Ａグループ 

Ｂグループ 
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【若佐第２団地 改善事業と建替事業のLCC比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住棟諸元
団地名 評価時点（和暦）
住棟番号 H34
戸数
構造
建設年度
建設年代

モデル住棟

経過年数

■改善項目

項目
全面的改善

屋上防水 1,200,000 円/戸 40 年
床防水
外壁塗装等 2,300,000 円/戸 40 年
鉄部塗装等 500,000 円/戸 40 年
建具（玄関ドア、MB扉） 40 年
建具（アルミサッシ） 1,200,000 円/戸 40 年
バルコニー手摺
金物類
給水管、給湯管
貯水槽
給水ポンプ
排水設備
ガス設備
給湯器 500,000 円/戸 40 年
共用灯
電力幹線・盤類
避雷設備
電話設備
テレビ共聴設備
連結送水管
自火報設備
ＥＶ保守
ＥＶ更新
流し台
浴室ﾕﾆｯﾄ 1,200,000 円/戸 40 年
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ
24h換気 300,000 円/戸 40 年
経常修繕

計 7,200,000 円/戸

S60中耐階段室型

39

費用 改善実施時点の経過年数

－

若佐第２団地
1
8

中耐階段室型
S58
S60

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 60 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

2,006,425 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

1,566,584 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 6,136,631 円

⑧-1 長寿命化型改善費 7,200,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 6,923,077 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 8,698,600 円

⑩-1 除却費 1,600,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.439 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 702,134 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 374,341 円／戸・年

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費及
び長寿命化計画の計画期間以後に想定される長
寿命化型改善事業費の総額、当該改善を複数回
行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の
経過年数に応じて現在価値化し、累積した費用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則
第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価値化
係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業（ＬＣ
Ｃ算定対象）及び長寿命化計画の計画期間以後
に想定される長寿命化型改善事業（ＬＣＣ算定対
象）を実施する場合に想定される管理期間（目標
管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂまで
の各年の修繕費を現在価値化し累積した費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画修
繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 60 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）
（現在価値化）

2,006,425 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分
（現在価値化）

1,566,584 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1ｰ⑦-2） 6,136,631 円

⑧-1 長寿命化型改善費 7,200,000 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 6,923,077 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 28,000,000 円

⑩-1 除却費 1,600,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.439 ％

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 702,134 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 696,031 円／戸・年

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則
第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価値化
係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業（ＬＣ
Ｃ算定対象）及び長寿命化計画の計画期間以後
に想定される長寿命化型改善事業（ＬＣＣ算定対
象）を実施する場合に想定される管理期間（目標
管理期間）

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂまで
の各年の修繕費を現在価値化し累積した費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画修
繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費及
び長寿命化計画の計画期間以後に想定される長
寿命化型改善事業費の総額、当該改善を複数回
行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の
経過年数に応じて現在価値化し、累積した費用

備考
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■２次判定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(棟) （戸） Ａグループ Ｂグループ

1 西富団地 16 84 S56～Ｈ4 簡２ 改善又は建替 改善 改善

1 8 H7 準２ 改善又は建替 改善 改善

2 宮前団地 7 48 H9～16 耐２ 維持管理 維持管理

3 緑園団地 13 45 S47～54 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止

4 若佐第１団地 2 8 S54 簡平 優先的な建替 優先的な建替

1 8 H23 耐２ 維持管理 維持管理

5 若佐第２団地 1 8 S58 簡２ 改善又は建替 改善 改善

栄
地区

6 栄団地 1 4 S60 簡２ 改善・建替又は用途廃止 用途廃止 用途廃止

若里
地区

7 若里団地 2 8 S53 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 用途廃止 優先的な用途廃止

8 浜佐呂間第１団地 1 4 S53 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 建替 優先的な建替

9 浜佐呂間第２団地 3 12 S50～51 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 建替 優先的な建替

10 浜佐呂間第３団地 2 8 S60・H3 簡２ 改善・建替又は用途廃止 建替 建替

佐呂間
地区

特公賃 宮前団地 1 4 H14 耐２ 維持管理 維持管理

地
区

佐
呂
間
地
区

浜
佐
呂
間
地
区

若
佐
地
区

２次判定
住
棟
数

住
戸
数

建
設
年
度

構
造

住棟数

団
地
番
号

団地名 ■2次判定　結果
■1次判定の

仮判定

佐呂間市街地区 

浜佐呂間地区 

■将来の地区別団地集約イメージ 

若里地区 

若佐地区 

栄地区 



60 

 

④ ３次判定 

３次判定では、「集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定」と「事業

費の試算及び事業実施時期の調整検討」から「長期的な管理の見通し」を作成し、「計画期間内

における事業手法の決定」を行います。 

④―１ 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

中長期を見据えた公営住宅のあり方としては、以下の事項を集約・再編等の方針とし、これ

らを考慮の上、再判定を行うこととします。 

 〇全体管理戸数の適正な縮減 → ・政策空き家等の使用不可住棟の用途廃止・除却 

 〇地区状況に対応した計画的な公営住宅管理 

 〇全体公営住宅の質の向上   → ・計画的な改善事業、修繕事業の継続 

 ■地区別団地整備の方針 

 〇佐呂間市街地区  

 ・西富団地：西富団地：まとまりのある団地形成が行われている観点から、将来的には建替 

等も視野に今後も公営住宅団地として活用していく方針とし、計画期間内は良 

好な居住環境維持のために必要な改善事業等を導入することとする。 

・宮前団地：平成 10 年前後に建設された耐火住棟による団地であるが、建設してから全体 

的な修繕事業を実施していないことから、計画期間内に劣化箇所等を確認し木 

部や鉄部等の塗り替え等の軽微な修繕を実施することする。ハザードマップ上 

やや危険区域に含まれる箇所もあることから、災害時の避難対策の周知など、 

日頃から安全対策に取組む必要がある。 

 ・緑園団地：老朽化しており一部政策空き家もあることから、政策空き家から順次用途廃止 

する方針とするが、まちなかの安全な場所に単身高齢者向けの住宅整備を行い、 

高齢者の居住ニーズに対応することを検討する。 

〇若佐地区 

・若佐第１団地：将来的には、若佐第 1 団地の耐火住棟（1 棟 8 戸）に集約する方針とする 

ことから、耐火住棟は継続管理、簡平住棟は用途廃止とする。 

 ・若佐第２団地：耐用年限を経過していないこと、ハザードマップ上は若佐第 1 団地より安 

全性が高いことから、計画期間内に改善を行い、当面は維持管理する。 

〇栄地区 

 ・栄団地：地区における将来の公的借家需要が見込めないことから、将来的には「用途廃止」 

の方針とするが、現況では耐用年限を経過していないこと（～令和 11 年）、2 世 

帯の入居があることから計画期間内は「維持管理」とする。 

 〇若里地区 

・若里団地：現況で耐用年限を経過しており、地区における将来の公的借家需要が見込めな

いことから、将来的には「用途廃止」の方針とするが、現況では入居世帯も多

いことから（7 世帯/8 戸）計画期間内は「維持管理」とする。 

 ○浜佐呂間地区～将来的には安全な場所に移転集約を図る 

 ・浜佐呂間第１団地：計画期間内に用途廃止とする。 

・浜佐呂間第２団地：空き家を中心に用途廃止を行い、将来的には浜佐呂間新団地へ移転集

約を図る。計画期間内には 1 棟 4 戸程度の用途廃止を行うこととする。 

・浜佐呂間第３団地：外装は改善事業を行っており良好な状態であるが、UBの高齢者対応型

改善を実施し、当面は維持管理とする。 
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④―２ 長期的な管理の見通しの作成【30 年程度】及び、 

④―３ 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

今後 30 年間のプログラムは「■長期的な管理の見通し（30 年間）」のとおりとします。ま

た、それに基づく計画期間内の事業費試算及びそれに基づく検討を踏まえ、計画期間内の事業

プログラムを作成します。 

 

■判定結果のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(棟) （戸）

1 西富団地 16 84 S56～Ｈ4 簡２ 改善又は建替 改善 個別改善

1 8 H7 準２ 改善又は建替 改善 個別改善

2 宮前団地 7 48 H9～16 耐２ 維持管理 維持管理 維持管理

3 緑園団地 13 45 S47～54 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 優先的な用途廃止
維持管理

（一部用途廃止）

4 若佐第１団地 2 8 S54 簡平 優先的な建替 優先的な建替 維持管理

1 8 H23 耐２ 維持管理 維持管理 維持管理

5 若佐第２団地 1 8 S58 簡２ 改善又は建替 改善 個別改善

栄
地区

6 栄団地 1 4 S60 簡２ 改善・建替又は用途廃止 用途廃止 維持管理

若里
地区

7 若里団地 2 8 S53 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 優先的な用途廃止 維持管理

8 浜佐呂間第１団地 1 4 S53 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 優先的な建替 用途廃止

9 浜佐呂間第２団地 3 12 S50～51 簡平 優先的な建替・優先的な用途廃止 優先的な建替
維持管理

（一部用途廃止）

10 浜佐呂間第３団地 2 8 S60・H3 簡２ 改善・建替又は用途廃止 建替 維持管理

佐呂間
地区

特公賃 宮前団地 1 4 H14 耐２ 維持管理 維持管理 維持管理

浜
佐
呂
間
地
区

若
佐
地
区

佐
呂
間
地
区

住
棟
数

住
戸
数

建
設
年
度

構
造

■3次判定　結果
地
区

団
地
番
号

団地名

住棟概要

■1次判定の
仮判定

■2次判定　結果
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④―４ 計画期間内における事業手法の決定〈３次判定〉 

 計画期間（10 年）内における事業は、以下のとおりとします。 
 

■計画期間内の事業選定結果 

 
 計画期間内の事業実施内容等 

佐

呂

間

市

街 

西富団地 個別改善 

・屋外通路（団地内通路） 

・UB 高齢者対応 

・UD 化 

・その他屋根の更新(改善・修繕) 

宮前団地 

公営住宅 維持管理（計画修繕対応）  

特公賃 維持管理（計画修繕対応）  

緑園団地 
用途廃止に向けた 

一部用途廃止 
将来は高齢単身向住宅をまちなかに建設・

移転 

若

佐 

若佐第１団地 維持管理 
・簡平：当面は維持管理 

・耐２：軽微な修繕（建設から 12 年） 

若佐第２団地 個別改善 

・UB 高齢者対応 

・UD 化 

・断熱改修（サッシ・外壁） 

・外装長寿命化 

栄 栄団地 維持管理  将来は用途廃止 

若

里 
若里団地 維持管理 将来は用途廃止 

浜
佐
呂
間
地
区 

浜佐呂間第１団地 用途廃止  

浜佐呂間第２団地 維持管理 一部用途廃止 ・1棟 4 戸程度の用途廃止 

浜佐呂間第３団地 個別改善 
・UB 高齢者対応 

・UD 化 
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■長期的な管理の見通し〈30 年間〉                                   □：耐用年限経過年・▲:屋根改善・■:外壁改善・●:設備改善・△:屋根修繕・□外壁修繕・○:設備修繕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□公営住宅 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34

(棟) （戸） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

1 西富団地 17 92 1 S56 簡２ 階段室型 4 41 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 1 2 3 4 5 6 7 8 改善又は建替 改善 個別改善 ▲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ◆

2 S56 簡２ 階段室型 4 41 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善 9 10 11 ▲ 13 14 15 16 17 18 19 20 ◆

3 S56 簡２ 階段室型 4 41 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善 ▲ ◆

4 S56 簡２ 階段室型 4 41 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善 ▲ ◆

5 S57 簡２ 階段室型 4 40 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善 ▲ ◆

6 S57 簡２ 階段室型 4 40 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善 ▲ ◆

7 S57 簡２ 階段室型 4 40 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善 ▲ ◆

8 S58 簡２ 階段室型 4 39 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善

●
UB

▲ ◆

9 S58 簡２ 階段室型 4 39 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板 ｽﾃﾝﾚｽ管 塩ﾋﾞ管 ■ 1 2 3 4 5 6 改善又は建替 改善 個別改善 7 8 9
●
UB

▲ 14 15 ◆

10 S58 簡２ 階段室型 4 39 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板 ｽﾃﾝﾚｽ管 塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善 7 8 9 10
●
UB

▲ 15 16 17 18 19 20 ◆

11 S58 簡２ 階段室型 4 39 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板 ｽﾃﾝﾚｽ管 塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善
●
UB

▲ ◆

12 S59 簡２ 階段室型 8 38 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板 ｽﾃﾝﾚｽ管 塩ﾋﾞ管 ■ 改善又は建替 改善 個別改善
●
UB

▲

13 S60 簡２ 階段室型 8 37 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ● ■ 改善又は建替 改善 個別改善

●
UB

▲

14 S61 簡２ 階段室型 8 36 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ● ■ 改善又は建替 改善 個別改善

●
UB

▲

15 H2 簡２ 階段室型 8 32 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ● ■ 改善又は建替 改善 個別改善

●
UB

▲

16 H4 簡２ 階段室型 8 30 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ● ■ 改善又は建替 改善 個別改善

●
UB

▲

17 H7 準２ 階段室型 8 27 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 △ 改善又は建替 改善 個別改善 28 29 30 31 32 33 34 35

●
UB

■ 40

2 宮前団地 7 48 1 H9 耐２ 階段室型 8 25 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 △ 26 維持管理 維持管理 維持管理 □

2 H10 耐２ 階段室型 8 24 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 22 維持管理 維持管理 維持管理 □

3 H13 耐２ 階段室型 8 21 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 維持管理 維持管理 維持管理 □

4 H12 耐２ 階段室型 8 22 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 △ 維持管理 維持管理 維持管理 □

5 H11 耐２ 階段室型 8 23 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 △ 維持管理 維持管理 維持管理 □

7 H14 耐２ 階段室型 4 20 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 維持管理 維持管理 維持管理 □

8 H16 耐２ 階段室型 4 18 年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 維持管理 維持管理 維持管理 □

3 緑園団地 13 45 1 S54 簡平 長屋 4 43 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

維持管理 ◆

2 S53 簡平 長屋 4 44 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

維持管理 ◆

3 S52 簡平 長屋 4 45 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

維持管理 ◆

4 S48 簡平 長屋 4 49 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

用途廃止 ◆

5 S48 簡平 長屋 4 49 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

用途廃止 ◆

6 S47 簡平 長屋 2 50 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

用途廃止 ◆

7 S47 簡平 長屋 4 50 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

用途廃止 ◆

8 S52 簡平 長屋 4 45 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

維持管理 ◆

9 S52 簡平 長屋 4 45 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

維持管理 ◆

10 S48 簡平 長屋 4 49 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

用途廃止 ◆

12 S47 簡平 長屋 3 50 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

用途廃止 ◆

13 S47 簡平 長屋 4 50 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な
用途廃止

用途廃止 ◆

新 単身高齢者向住宅
建
設

建
設

37 185 185 160 140 124

11～20年後 21～30年後

まちなかの安全な場所に単身高齢者向住宅（2棟8戸程度）を整備　→　西富団地敷地を活用することも検討

小      計

佐
呂
間
市
街
地
区

浴室
3箇所
給湯

24ｈ
換気

段差
解消

手摺
設置

外壁 屋根 給水管 排水管

後期 前期 後期 前期 後期配管仕様 ▲屋根、■外壁、●設備等地
区

団
地
番
号

団地名

住
棟
数

住
戸
数

住棟別基本性能 過去10年間の改善履歴 活用手法 計画期間

1次判定 2次判定 3次判定

前期
構
造

住棟
形式

住
戸
数

経
過
年
数

居住性能 ＵＤ化 外装仕様住
棟
番
号

建
設
年
度

16戸

建設

建

替

団
地
内
通
路
改
善
事
業

20年

10年

改
善
事
業

単身高齢者向

住宅

4戸程度

平屋住棟

4戸程度

建替

単身高齢者向

住宅

4戸程度

10年
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Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34

(棟) （戸） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

4 若佐第１団地 3 16 1 S54 簡平 長屋 4 43 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管 優先的な建替 優先的な建替 維持管理 ◆

2 S54 簡平 長屋 4 43 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管 優先的な建替 優先的な建替 維持管理 ◆

3 H23 耐２
階段
室型

8 11 年 UB ○ ○ ○ ○
外断熱
(湿式)

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ｽﾃﾝﾚｽ管 塩ﾋﾞ管 維持管理 維持管理 維持管理 9 10 11 12 13 14 15 □ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

▲
■
●

33 34 35 36 37 38

5 若佐第２団地 1 8 1 S58 簡２
階段
室型

8 39 年 UB ○ × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 ｽﾃﾝﾚｽ管 塩ﾋﾞ管 改善又は建替 改善 個別改善

耐
力

度
調
査

▲
■
●

□ ◆

栄 6 栄団地 1 4 1 S60 簡２
階段
室型

4 37 年 UB ○ × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管

改善・建替又は
用途廃止

用途廃止 維持管理 38 39 40 41 42 43 44 45 ◆

7 若里団地 2 8 1 S53 簡平 長屋 4 44 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管 優先的な建替 優先的な建替 維持管理 ◆

2 S53 簡平 長屋 4 44 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管 優先的な建替 優先的な建替 維持管理 ◆

8 浜佐呂間第１団地 1 4 1 S53 簡平 長屋 4 44 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な建替 用途廃止 ◆

9 浜佐呂間第２団地 3 12 1 S51 簡平 長屋 4 46 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な建替 維持管理 ◆

2 S50 簡平 長屋 4 47 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
優先的な建替・

優先的な用途廃止
優先的な建替 維持管理 ◆

3 S50 簡平 長屋 4 47 年 置型 × × × × リシン吹付 長尺ｶﾗｰ鉄板 白管 塩ﾋﾞ管
改善・建替又は

用途廃止
建替 用途廃止 ◆

10 浜佐呂間第３団地 2 8 1 S60 簡２
階段
室型

4 37 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ● ■

改善・建替又は
用途廃止

建替 個別改善 38 39 40 41 42 43
●
UB

45 ◆

2 H3 簡２
階段
室型

4 31 年 UB ○ ○ × × ｶﾞﾙﾊﾞ鋼板 長尺ｶﾗｰ鉄板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 ● ■

改善・建替又は
用途廃止

建替 個別改善 32 33 34 35 36 37 38 39 40
●
UB 4戸 4戸 4

◆

新 浜佐呂間新団地
建
設

建
設

建
設

13 60 60 52 32 20

50 245 245 212 172 144

□特公賃住宅

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15 Ｒ16 Ｒ17 Ｒ18 Ｒ19 Ｒ20 Ｒ21 Ｒ22 Ｒ23 Ｒ24 Ｒ25 Ｒ26 Ｒ27 Ｒ28 Ｒ29 Ｒ30 Ｒ31 Ｒ32 Ｒ33 Ｒ34

(棟) （戸） 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

特
公
賃

宮前団地 1 4 6 H14 耐２
階段
室型

4 20年 UB ○ ○ ○ ○ 吹付ﾀｲﾙ ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝ

ｸﾞ鋼管
塩ﾋﾞ管 維持管理 維持管理 維持管理 □

1 4 4 4 4

佐
呂
間
市
街 合      計

全体管理戸数 249 216 176 148

浴室
3箇所
給湯

24ｈ
換気

段差
解消

手摺
設置

外壁 屋根 給水管 排水管

後期 前期 後期

1次判定 2次判定 3次判定
住棟
形式

過去10年間の改善履歴 活用手法 計画期間 11～20年後 21～30年後

前期経
過
年
数

居住性能 ＵＤ化 外装仕様 配管仕様 ▲屋根、■外壁、●設備等 前期 後期

公営住宅合計

地
区

団
地
番
号

団地名

住
棟
数

住
戸
数

浜佐呂間地区内で、安全な場所に新団地を整備し集約を図る〈3棟12戸程度〉　　○浜佐呂間　24戸→12戸

小     計

住
棟
番
号

建
設
年
度

構
造

浜
佐
呂
間
地
区

住
戸
数

住棟別基本性能

若
里

若
佐
地
区

地
区

団
地
番
号

団地名

住
棟
数

住
戸
数

住棟別基本性能 過去10年間の改善履歴 活用手法 計画期間 11～20年後 21～30年後

住
棟
番
号

建
設
年
度

構
造

住棟
形式

住
戸
数

経
過
年
数

居住性能 ＵＤ化 外装仕様 配管仕様 ▲屋根、■外壁、●設備等

1次判定 2次判定 3次判定

前期 後期 前期 後期 前期 後期

浴室
3箇所
給湯

24ｈ
換気

段差
解消

手摺
設置

外壁 屋根 給水管 排水管

状況によって修繕を挟んで活用 → 需要を見て

用途廃止

需要を見て

さらに建設

改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

□特公賃住宅 
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Ⅳ ⻑寿命化に関する 

実施⽅針 
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１．点検の実施⽅針 

点検の充実は、建物の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐと共に、修繕等の工事の効率

的な実施にも繋げることができます。 

① 定期点検及び日常点検 

本町では、各標準修繕周期を踏まえて定期的に点検を行うとともに、不具合への迅速な対

応を図る観点から、外観からの目視により容易に確認することが可能な部位等については日

常点検も実施することとします。専用部分については入居者による日常管理、不具合時の対

応による点検、退去後の点検を実施します。その他大きな台風や地震等の後など、町が必要

とする場合にも点検を行うこととします。 

点検についての項目は、大きく建築物及び建築設備に分けられ、各々の主な点検項目は以

下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的な点検については「公営住宅等日常点検マニュアル（平成 28 年 8 月 国土交通省住宅局

住宅総合整備課）」に則り、実施することを基本とします。 

 

② 維持・管理サイクルの構築 

定期点検、日常点検の結果はそれぞれ記録し、修繕・維持管理の的確な実施や次回の点検に

対応するよう管理することとします。また、住民から不具合等の申し出があった際には速やか

に確認・対処し、実施した修繕等の内容についても記録することとします。 

 

〈主な点検項目〉 

◆建築物 

１．敷地及び地盤 

地盤の状況や敷地内にある塀や擁壁、工作物、団地内通路、自転車置き場やゴミ 

置き場などの付属施設の劣化や損傷状況 

２．建築物の外部 

基礎、土台、外壁、窓サッシ、建具、郵便受けや掲示板、室名札など金物類等の 

劣化や損傷状況 

３．屋上及び屋根 

住棟の屋上や屋根の劣化及び損傷状況 

４．避難施設等 

   共用廊下、出入り口、バルコニー、共用階段などへの物品の放置や劣化損傷状況 

◆建築設備 

 １．配管関係 

   水道管及びガス管など、配管の腐食や漏水等の状況 
   
バルコニーや、台所、浴室等のガス管等については、入居者の安全性に係る部位・部品で

あるものの、点検には住戸内に立ち入る必要があり、定期点検や日常点検を実施することが困

難なことから、住民の入退去時に点検を実施し、その記録を蓄積することとします。 
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２．計画修繕の実施⽅針 

公営住宅を長期にわたり良好に維持管理していくためには、建物の内外装・設備等の経年劣

化に応じて適切な修繕を計画的に実施していく必要があります。計画修繕は点検結果及び維持管

理データの内容に基づき、予防保全的な観点から実施します。 

① 修繕事業の方針 

修繕事業や改善事業の実施基準となる修繕周期は、現在までの周期を基本に、材料ごとの修

繕周期、改定された策定指針の修繕周期表を参考とします（次頁以降参照）。 

② 修繕事業の実施方針 

対象住棟については、建設や改修から 15 年以上経過を目安に計画期間内に修繕事業を検討

します。実施にあたっては、点検・調査の結果や今後の活用を踏まえて行うこととします。計

画期間内に修繕事業を検討する住棟は以下のとおりです。 
 

■修繕事業対象団地 

 
団地名 建設年度 構造 棟数 戸数 

現時点の 

経過年数 
実施内容の想定 

公営住宅 宮前団地 H9～16 耐 2 7 48 18～25 年 外装劣化箇所修繕 

特公賃 宮前団地 H14 耐 2 1 4 20 年 外装劣化箇所修繕 

 

③ 事業プログラム 

 各団地の修繕時期の目安は以下のとおりとします。ただしこのプログラムは住棟の傷み具合

等により、適宜変更が可能なものとして設定します。 
 
■修繕事業プログラム 

 

団地名 

計画期間 R5～R14（2023～2032）年 

合計 計画期間前期 計画期間後期 

R5 
2023 

R6 
2024 

R7 
2025 

R8 
2026 

R9 
2027 

R10 
2028 

R11 
2029 

R12 
2030 

R13 
2031 

R14 
2032 

公営 

住宅 
宮前団地 

          7 棟 

48 戸 

特公 

賃 
宮前団地 

          1 棟 

4 戸 

合計 
 2 棟 

16 戸 
2 棟 
16 戸 

2 棟 
12 戸 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 

   
 8 棟 

52 戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 棟 
16 戸 

2 棟 
16 戸 

2 棟 
12 戸 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 
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■修繕周期表〈公営住宅等長寿命化計画策定指針(改訂)より）〉  
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３．改善事業の実施⽅針 

① 改善方針 

本計画では、今後活用する住棟について、長寿命化型改善事業（屋根及び外壁の長寿命化）及

び、建設からの年数や劣化状況に応じて、設備等についての更新も行うこととします。 

また、西富団地及び浜佐呂間第３団地については、耐用年限経過まで 10 年未満の住棟につい

ては、事前に耐力度調査を実施することとします。計画期間内に改善事業を行う住棟は以下のと

おりです。 
 
■改善事業対象団地 

 団地名 建設年度 構造 棟数 戸数 
現時点の 
経過年数 

実施内容の想定 

公

営

住

宅 

西富団地 

S56・57 簡 2 7 28 39・40 年 
・外構（団地内通路） 
・屋根長寿命化 

S58 簡 2 4 16 39 年 

・外構（団地内通路） 
・屋根長寿命化 
・UB 高齢者対応 
・UD 化 

S59～H4 簡 2 5 40 30～38 年 
・屋根長寿命化 
・UB 高齢者対応 
・UD 化 

H7 準 2 1 8 27 年 
・外壁長寿命化 
・UB 高齢者対応 

若佐第２団地 S58 簡 2 1 8 39 年 

・外装長寿命化＋断熱改修 
・UB 高齢者対応 
・UD 化 
・24 時間換気 

浜佐呂間第３ 
団地 

S60・H3 簡 2 2 8 31・37 年 ・UB 高齢者対応 

 

② 事業プログラム 

 各団地の事業時期の目安は以下のとおりとします。ただしこのプログラムは住棟の傷み具合等

により、適宜変更が可能なものとします。 
 
■改善事業プログラム（案） 

団地名 

計画期間 R5～R14（2023～2032）年 

合計 計画期間前期 計画期間後期 

R5 
2023 

R6 
2024 

R7 
2025 

R8 
2026 

R9 
2027 

R10 
2028 

R11 
2029 

R12 
2030 

R13 
2031 

R14 
2032 

公
営 
住
宅 

西富団地※ 

    

 

  

 

 

 

  
 

 

13 棟
60 戸 

          10 棟 

64 戸 

若佐 

第２団地 

耐力度 

調査 
         1 棟 

8 戸 

浜佐呂間 

第３団地 

          2 棟 

8 戸 

合計 

  

1 棟 
8 戸 

 
4 棟 
16 戸 

4 棟 
16 戸 

3 棟 
12 戸 

4 棟 
24 戸 

3 棟 
20 戸 

4 棟 
24 戸 

3 棟 
20 戸 

 

1 棟 
8 戸 

団地内通路 
3 棟 
12 戸 

〈団地内通路〉 

3 棟 
12 戸 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 

2 棟 
8 戸 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 

2 棟 
8 戸 

2 棟 
16 戸 

2 棟 
16 戸 

2 棟 
16 戸 

2 棟 
16 戸 

UB･UD
改善等 

外装長
寿命化 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 

※西富団地は、同一棟の外装長寿命化改善と UB・UD 化改善を別の年に実施する場合があります
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４．建替・⽤途廃⽌事業の実施⽅針 

① 事業方針 

本計画において、計画期間内に建替事業を実施する団地はありません。 

しかし計画期間内には、現況で政策空き家としている昭和 40 年代建設住棟や、長期にわたっ

て空き家となっている老朽住棟について用途廃止する方針とします。 

しかし、現在一部を政策空き家としている住棟の中には、入居者が居住している住戸が含まれ

ている場合もあり、用途廃止するためにはそれら世帯を他の団地へと住替誘導を行う必要もあり

ますが、実施にあたっては入居者の安全安心を第一優先と考え、無理のない居住誘導や事業の推

進を行うこととします。 

 

■用途廃止対象団地 

 団地名 建設年度 構造 棟数 戸数 現時点の経過年数 備考 

公

営

住

宅 

緑園団地 S47・48 簡平 7 25 49・50 年  

浜佐呂間第１団地 S53 簡平 1 4 44 年  

浜佐呂間第２団地 S50 簡平 1 4 47 年  

合計   9 33   

 

 

② 事業プログラム 

事業プログラムは以下のとおり想定しますが、住棟の傷み具合や入居世帯の状況などに応じ、

適宜変更が可能なものとします。 

 

■建替・用途廃止プログラム 

団地名 

計画期間 R5～R14（2023～2032）年 

合計 計画期間前期 計画期間後期 

R5 
2023 

R6 
2024 

R7 
2025 

R8 
2026 

R9 
2027 

R10 
2028 

R11 
2029 

R12 
2030 

R13 
2031 

R14 
2032 

緑園団地 
    

 
     7 棟 

25 戸 

浜佐呂間
第 1 団地 

          1 棟 

4 戸 

浜佐呂間 
第２団地 

 
         1 棟 

4 戸 

用途廃止
戸数 

 
1 棟 

2 戸 
    

1 棟 

4 戸 

2 棟 

7 戸 

3 棟 

12 戸 

2 棟 

8 戸 

9 棟

33 戸 

全体管理戸数 

現況:249 戸 
249 戸 247 戸 247 戸 247 戸 247 戸 247 戸 243 戸 236 戸 224 戸 216 戸 

 

 

 

1 棟 
2 戸 

2 棟 
7 戸 

1 棟 
4 戸 

2 棟 
8 戸 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 

1 棟 
4 戸 
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５．その他推進⽅策 

（１）住宅需要の把握ときめ細やかな住宅供給 

 近年の本町公営住宅の管理概要について概観すると、全体入居世帯数は減少しているにも関わ

らず、前回計画時点より収入超過世帯や高額所得世帯が増加しています。 

民間賃貸住宅の供給が進まない状況のなかで、中堅所得者層で世帯人数の多い「子育て世帯」

に対応可能な借家供給も少ないなど、借家需要と供給住宅のミスマッチが課題となっています。 

また、アンケート調査においても「所得の制限が緩い公的賃貸住宅」への要望も多い状況となっ

ています。 

公営住宅の適正管理の視点からも、今後は世帯向けの民間賃貸住宅建設支援の検討を進める一

方で、やや広めの公営住宅について「みなし特公賃化」を行うなど、町民の住宅需要を適切に把

握し、きめ細やかに対応する住宅管理を推進します。 

 

  

（２）津波や洪水氾濫への対応 

 本町では、津波や洪水・土砂災害等による被害が予想される区域にいくつかの公営住宅や一般

住宅が立地しています。 

 今後は引き続きハザードマップの周知や、災害発生時に援護を必要とする方々の名簿を作成し

周知するなど、日頃から災害への備えを行うこととします。 

 また、浜佐呂間地区を始め、安全な場所への団地用地の確保に向けて今後の検討が必要となり

ます。 
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６．ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 

① ライフサイクルコスト（LCC）算出の考え方 

国の「公営住宅等長寿命化計画策定指針（改訂）」においては、公営住宅等長寿命化計画に基

づく新規整備及び建替事業、長寿命化型改善事業等を実施するにあたっては、次のようなライフ

サイクルコスト(LCC)とその縮減効果の算出を行うこととしています。 
 
イ）新規整備及び建替事業を実施する公営住宅等について、建設、改善、修繕、除却に要する

コストを考慮した「ライフサイクルコスト（LCC）」を算出する 

ロ）計画期間内に長寿命化型改善事業、又は全面的改善事業を実施する公営住宅等について 

は、「ライフサイクルコスト（LCC）の縮減効果」を算出する。 
 
上記イ）については、本計画の計画期間内に新規整備及び建替事業を実施する住棟がないこと

から試算は行わず、ここではロ）の計画期間に改善事業を行う住棟について、国土交通省より公

表されている「ライフサイクルコスト（LCC）算出プログラム」を使用し試算することとします。 
 
縮減効果の算出は、長寿命化型改善を実施しない場合と、改善を実施する場合のライフサイク

ルコスト（建設時点から次回建替までに要するコスト）を算出し、１年あたりのコスト比較を行

うものです。 
 
本計画の試算にあたっては、必要な改善事業を実施した各々の住棟が、改善を実施しない場合

より 20 年長く活用できることを前提として試算することとします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ライフサイクルコスト算出のイメージ                （公営住宅等長寿命化計画策定指針より） 
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② ライフサイクルコストの縮減効果 

国土交通省より公表されている「ライフサイクルコスト（LCC）算出プログラム」を使用した

試算によると、全ての住棟で縮減効果があると試算され、総額での比較は以下のとおりとなりま

す。 

また、対象住棟ごとの改善未実施、実施別のライフサイクルコスト（LCC）及び縮減額は以下

のとおりとなります。 

 

■改善事業対象住棟の LCC 年平均縮減額試算結果 

団地名 住棟名 
戸

数 

構

造 

建

設 

年

度 

経過 

年数 

改善を実施 

しない場合

の LCC 

(円・棟/年) 

改善を実施 

した場合の

LCC 

(円・棟/年) 

年平均改善額 

棟あたり 戸あたり 

西園団地 1 号棟 4  簡２ S56 41 年 1,376,556  1,101,208  275,348  68,837  

  2 号棟 4  簡２ S56 41 年 1,376,556  1,101,208  275,348  68,837  

  3 号棟 4  簡２ S56 41 年 1,376,556  1,101,208  275,348  68,837  

  4 号棟 4  簡２ S56 41 年 1,376,556  1,098,428  278,128  69,532  

  5 号棟 4  簡２ S57 40 年 1,376,556  1,098,428  278,128  69,532  

  6 号棟 4  簡２ S57 40 年 1,376,556  1,098,428  278,128  69,532  

  7 号棟 4  簡２ S57 40 年 1,376,556  1,098,428  278,128  69,532  

  8 号棟 4  簡２ S58 39 年 1,404,032  1,160,640  243,392  60,848  

  9 号棟 4  簡２ S58 39 年 1,404,032  1,156,304  247,728  61,932  

  10 号棟 4  簡２ S58 39 年 1,404,032  1,152,132  251,900  62,975  

  11 号棟 4  簡２ S58 39 年 1,404,032  1,152,132  251,900  62,975  

  12 号棟 8  簡２ S59 38 年 2,820,736  2,312,304  508,432  63,554  

  13 号棟 8  簡２ S60 37 年 2,820,736  2,320,616  500,120  62,515  

  14 号棟 8  簡２ S61 36 年 2,833,408  2,328,632  504,776  63,097  

  15 号棟 8  簡２ H2 32 年 2,625,272  2,227,568  397,704  49,713  

  16 号棟 8  簡２ H4 30 年 2,764,040  2,337,760  426,280  53,285  

  17 号棟 8  簡２ H7 27 年 3,270,528  2,415,888  854,640  106,830  

若佐第２団地 1 号棟 8  簡２ S58 39 年 2,808,064  2,095,712  712,352  89,044  

 

○試算にあたっての条件設定 

・除却費の想定：本町の近年の実績に基づき 1,200 千円/戸で想定 

       ・浜佐呂間第３団地については改善事業を実施するものの､長寿命 

化型の改善を含まないことから試算対象とはしていない        
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